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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体に記録され且つ情報再生装置による再生対象たる実体情報を、各々の前記実体
情報の復号方式に夫々適合した複数種類の前記情報再生装置により共通的に復号可能な特
定符号化方式に符号化し、符号化実体情報を生成する符号化手段と、
　前記実体情報が、外部から配信されて来る配信実体情報であって、当該配信実体情報を
再生する際の再生態様を制御するための再生制御情報と共に配信されて来る配信実体情報
であるとき、前記記録媒体に記録後の前記符号化配信実体情報の実際の再生時における再
生態様を制御するための適用再生制御情報を、前記配信されて来る再生制御情報に基づい
て生成する生成手段と、
　前記生成された適用再生制御情報及び前記符号化された符号化配信実体情報を前記記録
媒体に記録する第１記録手段と、
　前記実体情報が前記配信実体情報であるとき、前記記録媒体に記録される前記符号化配
信実体情報が当該配信実体情報を符号化して得られた当該符号化配信実体情報であること
を示す識別情報を前記記録媒体に記録する第２記録手段と、
　を備えることを特徴とする情報記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報記録装置において、
　前記配信実体情報を、当該配信時における符号化方式のまま前記記録媒体に記録する第
３記録手段を更に備えることを特徴とする情報記録装置。



(2) JP 4149167 B2 2008.9.10

10

20

30

40

50

【請求項３】
　請求項１又は２に記載の情報記録装置において、
　前記生成手段は、異なる種類の前記配信実体情報を前記符号化手段により夫々符号化し
て得られる前記符号化配信実体情報における各前記再生態様を共通して制御するための共
通再生制御情報を、前記異なる種類の前記配信実体情報と共に配信されて来る各前記再生
制御情報に基づいて前記適用再生制御情報として生成すると共に、
　前記第１記録手段は、当該生成された共通再生制御情報を前記符号化された符号化配信
実体情報と共に前記記録媒体に記録することを特徴とする情報記録装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の情報記録装置において、
　前記生成手段は、前記共通再生制御情報に加えて各前記再生制御情報自体をも前記適用
再生制御情報とすると共に、
　前記第１記録手段は、当該生成された共通再生制御情報及び各前記再生制御情報を前記
符号化された符号化配信実体情報と共に前記記録媒体に記録することを特徴とする情報記
録装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の情報記録装置により前記符号化配信実体情報を
含む前記符号化実体情報、前記適用再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録され
ている前記記録媒体から少なくとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生装置にお
いて、
　前記記録媒体から前記識別情報を検出する第１検出手段と、
　前記検出された識別情報に基づいて、再生されるべき前記符号化実体情報が前記符号化
配信実体情報であるか否かを判定する判定手段と、
　再生されるべき前記符号化実体情報が前記符号化配信実体情報であるとき、前記記録媒
体から前記適用再生制御情報を検出する第２検出手段と、
　前記検出された適用再生制御情報に基づいて、再生態様を制御しつつ前記記録媒体から
前記符号化配信実体情報を再生する再生手段と、
　を備えることを特徴とする情報再生装置。
【請求項６】
　請求項２に記載の情報記録装置により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体情
報、前記配信実体情報、前記適用再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録されて
いる前記記録媒体から少なくとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生装置におい
て、
　前記記録されている配信実体情報を外部へ移動するとき、当該移動されるべき前記配信
実体情報を前記記録媒体から検出する検出手段と、
　前記検出された配信実体情報を前記外部へ出力する出力手段と、
　前記外部への出力後に前記記録媒体上に残置している当該配信実体情報及び対応する前
記符号化配信実体情報を当該記録媒体上から削除する削除手段と、
　を備えることを特徴とする情報再生装置。
【請求項７】
　請求項４に記載の情報記録装置により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体情
報、前記共通再生制御情報、前記再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録されて
いる前記記録媒体から少なくとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生装置におい
て、
　前記記録されている配信実体情報を外部へ移動するとき、当該移動されるべき前記配信
実体情報と、当該移動されるべき前記配信実体情報に対応する前記再生制御情報と、を前
記記録媒体から検出する検出手段と、
　前記検出された配信実体情報及び前記再生制御情報を前記外部へ出力する出力手段と、
　前記外部への出力後に前記記録媒体上に残置している当該配信実体情報及び当該再生制
御情報を削除する削除手段と、
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　を備えることを特徴とする情報再生装置。
【請求項８】
　記録媒体に記録され且つ情報再生装置による再生対象たる実体情報を、各々の前記実体
情報の復号方式に夫々適合した複数種類の前記情報再生装置により共通的に復号可能な特
定符号化方式に符号化し、符号化実体情報を生成する符号化工程と、
　前記実体情報が、外部から配信されて来る配信実体情報であって、当該配信実体情報を
再生する際の再生態様を制御するための再生制御情報と共に配信されて来る配信実体情報
であるとき、前記記録媒体に記録後の前記符号化配信実体情報の実際の再生時における再
生態様を制御するための適用再生制御情報を、前記配信されて来る再生制御情報に基づい
て生成する生成工程と、
　前記生成された適用再生制御情報及び前記符号化された符号化配信実体情報を前記記録
媒体に記録する第１記録工程と、
　前記実体情報が前記配信実体情報であるとき、前記記録媒体に記録される前記符号化配
信実体情報が当該配信実体情報を符号化して得られた当該符号化配信実体情報であること
を示す識別情報を前記記録媒体に記録する第２記録工程と、
　を備えることを特徴とする情報記録方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の情報記録方法において、
　前記配信実体情報を、当該配信時における符号化方式のまま前記記録媒体に記録する第
３記録工程を更に備えることを特徴とする情報記録方法。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の情報記録方法において、
　前記生成工程においては、異なる種類の前記配信実体情報を前記符号化工程において夫
々符号化して得られる前記符号化配信実体情報における各前記再生態様を共通して制御す
るための共通再生制御情報を、前記異なる種類の前記配信実体情報と共に配信されて来る
各前記再生制御情報に基づいて前記適用再生制御情報として生成すると共に、
　前記第１記録工程においては、当該生成された共通再生制御情報を前記符号化された符
号化配信実体情報と共に前記記録媒体に記録することを特徴とする情報記録方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の情報記録方法において、
　前記生成工程においては、前記共通再生制御情報に加えて各前記再生制御情報自体をも
前記適用再生制御情報とすると共に、
　前記第１記録工程においては、当該生成された共通再生制御情報及び各前記再生制御情
報を前記符号化された符号化配信実体情報と共に前記記録媒体に記録することを特徴とす
る情報記録方法。
【請求項１２】
　請求項８から１１のいずれか一項に記載の情報記録方法により前記符号化配信実体情報
を含む前記符号化実体情報、前記適用再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録さ
れている前記記録媒体から少なくとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生方法に
おいて、
　前記記録媒体から前記識別情報を検出する第１検出工程と、
　前記検出された識別情報に基づいて、再生されるべき前記符号化実体情報が前記符号化
配信実体情報であるか否かを判定する判定工程と、
　再生されるべき前記符号化実体情報が前記符号化配信実体情報であるとき、前記記録媒
体から前記適用再生制御情報を検出する第２検出工程と、
　前記検出された適用再生制御情報に基づいて、再生態様を制御しつつ前記記録媒体から
前記符号化配信実体情報を再生する再生工程と、
　を備えることを特徴とする情報再生方法。
【請求項１３】
　請求項９に記載の情報記録方法により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体情
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報、前記配信実体情報、前記適用再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録されて
いる前記記録媒体から少なくとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生方法におい
て、
　前記記録されている配信実体情報を外部へ移動するとき、当該移動されるべき前記配信
実体情報を前記記録媒体から検出する検出工程と、
　前記検出された配信実体情報を前記外部へ出力する出力工程と、
　前記外部への出力後に前記記録媒体上に残置している当該配信実体情報及び対応する前
記符号化配信実体情報を当該記録媒体上から削除する削除工程と、
　を備えることを特徴とする情報再生方法。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の情報記録方法により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体
情報、前記共通再生制御情報、前記再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録され
ている前記記録媒体から少なくとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生方法にお
いて、
　前記記録されている配信実体情報を外部へ移動するとき、当該移動されるべき前記配信
実体情報と、当該移動されるべき前記配信実体情報に対応する前記再生制御情報と、を前
記記録媒体から検出する検出工程と、
　前記検出された配信実体情報及び前記再生制御情報を前記外部へ出力する出力工程と、
　前記外部への出力後に前記記録媒体上に残置している当該配信実体情報及び当該再生制
御情報を削除する削除工程と、
　を備えることを特徴とする情報再生方法。
【請求項１５】
　情報記録装置に含まれる記録コンピュータを、
　記録媒体に記録され且つ情報再生装置による再生対象たる実体情報を、各々の前記実体
情報の復号方式に夫々適合した複数種類の前記情報再生装置により共通的に復号可能な特
定符号化方式に符号化し、符号化実体情報を生成する符号化手段、
　前記実体情報が、外部から配信されて来る配信実体情報であって、当該配信実体情報を
再生する際の再生態様を制御するための再生制御情報と共に配信されて来る配信実体情報
であるとき、前記記録媒体に記録後の前記符号化配信実体情報の実際の再生時における再
生態様を制御するための適用再生制御情報を、前記配信されて来る再生制御情報に基づい
て生成する生成手段、
　前記生成された適用再生制御情報及び前記符号化された符号化配信実体情報を前記記録
媒体に記録する第１記録手段、及び、
　前記実体情報が前記配信実体情報であるとき、前記記録媒体に記録される前記符号化配
信実体情報が当該配信実体情報を符号化して得られた当該符号化配信実体情報であること
を示す識別情報を前記記録媒体に記録する第２記録手段、
　として機能させることを特徴とする情報記録用プログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の情報記録用プログラムにおいて、
　前記記録コンピュータを、前記配信実体情報を、当該配信時における符号化方式のまま
前記記録媒体に記録する第３記録手段として更に機能させること特徴とする情報記録用プ
ログラム。
【請求項１７】
　請求項１５又は１６に記載の情報記録用プログラムにおいて、
　前記生成手段として機能する前記記録コンピュータを、異なる種類の前記配信実体情報
を前記符号化手段により夫々符号化して得られる前記符号化配信実体情報における各前記
再生態様を共通して制御するための共通再生制御情報を、前記異なる種類の前記配信実体
情報と共に配信されて来る各前記再生制御情報に基づいて前記適用再生制御情報として生
成するように機能させると共に、
　前記第１記録手段として機能する前記記録コンピュータを、当該生成された共通再生制
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御情報を前記符号化された符号化配信実体情報と共に前記記録媒体に記録するように機能
させることを特徴とする情報記録用プログラム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の情報記録用プログラムにおいて、
　前記生成手段として機能する前記記録コンピュータを、前記共通再生制御情報に加えて
各前記再生制御情報自体をも前記適用再生制御情報とするように機能させると共に、
　前記第１記録手段として機能する前記記録コンピュータを、当該生成された共通再生制
御情報及び各前記再生制御情報を前記符号化された符号化配信実体情報と共に前記記録媒
体に記録するように機能させることを特徴とする情報記録用プログラム。
【請求項１９】
　請求項１５から１８のいずれか一項に記載の情報記録装置により前記符号化配信実体情
報を含む前記符号化実体情報、前記適用再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録
されている前記記録媒体から少なくとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生装置
に含まれる再生コンピュータを、
　前記記録媒体から前記識別情報を検出する第１検出手段、
　前記検出された識別情報に基づいて、再生されるべき前記符号化実体情報が前記符号化
配信実体情報であるか否かを判定する判定手段、
　再生されるべき前記符号化実体情報が前記符号化配信実体情報であるとき、前記記録媒
体から前記適用再生制御情報を検出する第２検出手段、及び、
　前記検出された適用再生制御情報に基づいて、再生態様を制御しつつ前記記録媒体から
前記符号化配信実体情報を再生する再生手段、
　として機能させることを特徴とする情報再生用プログラム。
【請求項２０】
　請求項１６に記載の情報記録装置により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体
情報、前記配信実体情報、前記適用再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録され
ている前記記録媒体から少なくとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生装置に含
まれる再生コンピュータを、
　前記記録されている配信実体情報を外部へ移動するとき、当該移動されるべき前記配信
実体情報を前記記録媒体から検出する検出手段、
　前記検出された配信実体情報を前記外部へ出力する出力手段、及び、
　前記外部への出力後に前記記録媒体上に残置している当該配信実体情報及び対応する前
記符号化配信実体情報を当該記録媒体上から削除する削除手段、
　として機能させることを特徴とする情報再生用プログラム。
【請求項２１】
　請求項１８に記載の情報記録装置により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体
情報、前記共通再生制御情報、前記再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録され
ている前記記録媒体から少なくとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生装置に含
まれる再生コンピュータを、
　前記記録されている配信実体情報を外部へ移動するとき、当該移動されるべき前記配信
実体情報と、当該移動されるべき前記配信実体情報に対応する前記再生制御情報と、を前
記記録媒体から検出する検出手段、
　前記検出された配信実体情報及び前記再生制御情報を前記外部へ出力する出力手段、及
び、
　前記外部への出力後に前記記録媒体上に残置している当該配信実体情報及び当該再生制
御情報を削除する削除手段、
　として機能させることを特徴とする情報再生用プログラム。
【請求項２２】
　請求項１５から１８のいずれか一項に記載の情報記録用プログラムが前記記録コンピュ
ータで読取可能に記録されていることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２３】
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　請求項１９から２１のいずれか一項に記載の情報再生用プログラムが前記再生コンピュ
ータで読取可能に記録されていることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項２４】
　記録媒体に記録され且つ情報再生装置による再生対象たる実体情報を、各々の前記実体
情報の復号方式に夫々適合した複数種類の前記情報再生装置により共通的に復号可能な特
定符号化方式に符号化して得られた符号化実体情報が記録されている符号化実体情報記録
領域と、
　前記実体情報が、外部から配信されて来る配信実体情報であって、当該配信実体情報を
再生する際の再生態様を制御するための再生制御情報と共に配信されて来る配信実体情報
である場合に、前記記録媒体に記録後の前記符号化配信実体情報の実際の再生時における
再生態様を制御するための適用再生制御情報であって前記配信されて来る再生制御情報に
基づいて生成された適用再生制御情報が記録されている配信制御情報記録領域と、
　前記記録媒体に記録される前記符号化配信実体情報が当該配信実体情報を符号化して得
られた符号化配信実体情報であることを示す識別情報が記録されている識別情報記録領域
と、
　を備えることを特徴とする記録媒体。
【請求項２５】
　請求項２４に記載の記録媒体において、
　前記再生制御情報を含んで配信されて来る前記配信実体情報が当該配信時における符号
化方式のまま記録されている配信実体情報記録領域を更に備えることを特徴とする記録媒
体。
【請求項２６】
　請求項２４又は２５に記載の記録媒体において、
　前記配信制御情報記録領域には、異なる種類の前記配信実体情報を夫々符号化して得ら
れる前記符号化配信記録情報における各前記再生態様を共通して制御するための共通再生
制御情報が前記適用再生制御情報として記録されていることを特徴とする記録媒体。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の記録媒体において、
　前記配信制御情報記録領域には、前記共通再生制御情報に加えて各前記再生制御情報自
体も記録されていることを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報記録装置及び方法、情報再生装置及び方法、情報記録用プログラム及び情
報再生用プログラム、記録媒体並びに情報記録媒体の技術分野に属し、より詳細には、ネ
ットワークを介して配信されて来る記録情報における著作権を保護しつつこれを再生する
ための情報記録方法及び装置、情報再生装置及び方法、情報記録用プログラム及び情報再
生用プログラム、当該各プログラムが記録されている情報記録媒体並びに配信された記録
情報が記録されている記録媒体の技術分野に属する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、音楽情報及び音声情報等を含むオーディオ情報を、例えばＤＶＤ（Digital　Versa
tile　Disc）等の記録媒体に記録するための記録フォーマットに関する研究開発が行われ
ている。
【０００３】
一方、最近では、インターネット等のネットワークを介して上記オーディオ情報等を個人
用のパーソナルコンピュータ等に配信する、いわゆる音楽配信（一般には、ＥＭＤ（Elec
tronics　Music　Distribution）；電子的音楽流通）と称されることもある）が開始され
つつあり、従って、上記した現在開発中の記録フォーマットについても、この音楽配信の
方式に適合していることが望ましい。
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【０００４】
このとき、現状の音楽配信における配信方式（より具体的には、配信の際に用いられてい
る圧縮方式）としては、例えば、ＡＣ－３（Audio　Compression-３）方式又はＭＰ３（M
PEG(Moving　Picture　Expert　Group)１　Audio　layer　3）方式等、相互に互換性のな
い複数の配信方式が混在している。
【０００５】
一方、上記の如く配信されて来る音楽情報等をＤＶＤ等に記録するために用いられる情報
記録装置（より具体的には、例えばＤＶＤレコーダ等）が、当該配信されて来る音楽情報
等をＤＶＤ等に記録することのみに用いられるということはほとんどなく、実際には、当
該配信されて来る音楽情報以外にも、その情報記録装置に直接接続されている例えばＤＶ
Ｄプレーヤにおいて再生される音楽情報等をＤＶＤ等に記録することにも用いられるよう
に構成されるのが通常である。
【０００６】
他方、上記音楽配信により配信される音楽情報は、いわゆる著作権法により保護されてい
るのが一般的であり、配信後の音楽情報がその著作権者等の許可なく自由に複写等される
ことは有効に防止されなければならない。そして、この点から上記した情報記録装置を検
討すると、上記したＤＶＤプレーヤ等から音楽情報等をいわゆるダビング記録することは
、当該音楽情報等が著作権法上保護されていない場合について可能となるのであり、従っ
て、この場合には、上記配信されて来る（著作権法上の保護が与えられるべき）音楽情報
等とその他の音楽情報等とが、それらが混在して記録されているＤＶＤ等上において明確
に区別された上で当該配信されて来る音楽情報等についての著作権法上の保護が有効に為
されることが必要である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来の音楽配信の方式において、当該各方式に則って配信された
音楽情報をそのままＤＶＤ等の記録媒体に記録するとすると、異なる圧縮方式により圧縮
された複数種類の音楽情報が一の記録媒体に混在することとなり、結果として、この記録
媒体に記録されている音楽情報を再生する場合を考えると一の情報再生装置により複数種
類の圧縮方式に適合せざるを得ない状態となる。
【０００８】
従って、この場合には、いわゆる再生処理における互換性が確保できず、情報再生装置と
して複数の圧縮方式に適合させるべくその製造コストが高騰してしまうと言う問題点があ
った。
【０００９】
そして、この問題点は、情報再生装置としての製造コストの高騰により当該情報再生装置
及び当該音楽情報を記録媒体に記録する情報記録装置を含む情報記録再生システム全体と
しての製造コストの高騰化を招来し、当該情報記録再生システムを普及させることができ
ないと言う問題点に繋がることとなる。
【００１０】
一方、上記した著作権法上の観点からは、従来の音楽配信の方式においては、当該方式に
則って配信されてＤＶＤ等に記録された音楽情報等とその他の音楽情報等とを区別するこ
とは考慮されておらず、更に当該配信後における配信された音楽情報等を再生する場合の
再生態様の制御による著作権法上の保護についても考慮が不十分であり、結果として配信
されて来る音楽情報等に対する著作権法上の保護が十分に為され得ないという問題点があ
った。
【００１１】
そこで、本発明は上記の各問題点に鑑みて為されたもので、その課題は、情報再生装置を
低コスト化し、結果として情報記録再生システムを低コスト化してその普及を図ることが
可能なように音楽情報等を記録媒体に記録することが可能であると共に、配信後の音楽情
報等を他の音楽情報等から明確に区別し、それに対する著作権法上の保護を十分に為し得
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る態様で再生することを可能とする情報記録方法及び装置、情報再生装置及び方法、情報
記録用プログラム及び情報再生用プログラム、当該各プログラムが記録されている情報記
録媒体並びに配信された記録情報が記録されている記録媒体を提供することにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、光ディスク等の記録媒体に記
録され且つ情報再生装置による再生対象たる実体情報を、各々の前記実体情報の復号方式
に夫々適合した複数種類の前記情報再生装置により共通的に復号可能な特定符号化方式に
符号化し、符号化実体情報を生成するデコーダ等の符号化手段と、前記実体情報が、外部
から配信されて来る配信実体情報であって、当該配信実体情報を再生する際の再生態様を
制御するための再生制御情報と共に配信されて来る配信実体情報であるとき、前記記録媒
体に記録後の前記符号化配信実体情報の実際の再生時における再生態様を制御するための
適用再生制御情報を、前記配信されて来る再生制御情報に基づいて生成するシステムコン
トローラ等の生成手段と、前記生成された適用再生制御情報及び前記符号化された符号化
配信実体情報を前記記録媒体に記録するピックアップ等の第１記録手段と、前記実体情報
が前記配信実体情報であるとき、前記記録媒体に記録される前記符号化配信実体情報が当
該配信実体情報を符号化して得られた当該符号化配信実体情報であることを示す識別情報
を前記記録媒体に記録するピックアップ等の第２記録手段と、を備える。
【００１３】
　よって、配信実体情報を含む実体情報を特定符号化方式により符号化するので、各々の
実体情報の復号方式に夫々適合した複数種類の情報再生装置により復号及び再生が可能な
状態で当該実体情報を記録することができ、再生処理における互換性を確保することがで
きる。
【００１４】
　また、識別情報と適用再生制御情報とを符号化配信実体情報と共に記録するので、識別
情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されているとき当該符号化
配信実体情報を再生するに当たって対応する適用再生制御情報を検出して用いることによ
り、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報とを明確に区別した上で当該検出した適用
再生制御情報に基づいて再生制御を実行しつつ対応する符号化配信実体情報を再生するこ
とができる。
【００１５】
　上記の課題を解決するために、請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の情報記録装
置において、前記配信実体情報を、当該配信時における符号化方式のまま前記記録媒体に
記録するピックアップ等の第３記録手段を更に備える。
【００１６】
　よって、符号化配信実体情報だけでなく元の配信実体情報もその配信時の符号化方式の
まま記録されるので、配信実体情報を外部に移動する際に元の符号化方式のまま移動する
ことができる。
【００１７】
　上記の課題を解決するために、請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の情報
記録装置において、前記生成手段は、異なる種類の前記配信実体情報を前記符号化手段に
より夫々符号化して得られる前記符号化配信実体情報における各前記再生態様を共通して
制御するための共通再生制御情報を、前記異なる種類の前記配信実体情報と共に配信され
て来る各前記再生制御情報に基づいて前記適用再生制御情報として生成すると共に、前記
第１記録手段は、当該生成された共通再生制御情報を前記符号化された符号化配信実体情
報と共に前記記録媒体に記録するように構成される。
【００１８】
　よって、共通再生制御情報が符号化配信実体情報と共に記録されるので、当該符号化配
信実体情報の再生時において当該共通再生制御情報を用いることにより、異なる再生制御
情報に夫々対応した異なる種類の配信実体情報から夫々得られた符号化配信実体情報であ
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っても各再生制御情報に対応するための特別の構成を備えることなく配信実体情報を再生
することができることとなり、情報再生装置としての互換性を更に向上させることができ
る。
【００１９】
　上記の課題を解決するために、請求項４に記載の発明は、請求項３に記載の情報記録装
置において、前記生成手段は、前記共通再生制御情報に加えて各前記再生制御情報自体を
も前記適用再生制御情報とすると共に、前記第１記録手段は、当該生成された共通再生制
御情報及び各前記再生制御情報を前記符号化された符号化配信実体情報と共に前記記録媒
体に記録するように構成される。
【００２０】
　よって、共通再生制御情報だけでなく再生制御情報も併せて記録するので、配信実体情
報を外部に移動する際に、その配信実体情報に対応する再生制御情報を配信時のままの態
様で当該配信実体情報と共に移動することができる。
【００２１】
　上記の課題を解決するために、請求項５に記載の発明は、請求項１から４のいずれか一
項に記載の情報記録装置により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体情報、前記
適用再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録されている前記記録媒体から少なく
とも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生装置において、前記記録媒体から前記識
別情報を検出するピックアップ等の第１検出手段と、前記検出された識別情報に基づいて
、再生されるべき前記符号化実体情報が前記符号化配信実体情報であるか否かを判定する
システムコントローラ等の判定手段と、再生されるべき前記符号化実体情報が前記符号化
配信実体情報であるとき、前記記録媒体から前記適用再生制御情報を検出するピックアッ
プ等の第２検出手段と、前記検出された適用再生制御情報に基づいて、再生態様を制御し
つつ前記記録媒体から前記符号化配信実体情報を再生するシステムコントローラ等の再生
手段と、を備える。
【００２２】
　よって、複数種類の情報再生装置により復号及び再生が可能な特定符号化方式により配
信実体情報を含む記録情報が符号化されているので、情報再生装置として特別の構成を備
えることなく配信実体情報を再生することができ、再生処理における互換性を確保するこ
とができる。
【００２３】
　また、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されていると
き対応する適用再生制御情報を検出して再生制御に用いるので、符号化配信実体情報と他
の符号化実体情報とを明確に区別した上で配信時に定められている再生態様により符号化
配信実体情報の実際の再生処理を行うことができる。
【００２４】
　上記の課題を解決するために、請求項６に記載の発明は、請求項２に記載の情報記録装
置により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体情報、前記配信実体情報、前記適
用再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録されている前記記録媒体から少なくと
も当該符号化配信実体情報を再生する情報再生装置において、前記記録されている配信実
体情報を外部へ移動するとき、当該移動されるべき前記配信実体情報を前記記録媒体から
検出するピックアップ等の検出手段と、前記検出された配信実体情報を前記外部へ出力す
るシステムインタフェース等の出力手段と、前記外部への出力後に前記記録媒体上に残置
している当該配信実体情報及び対応する前記符号化配信実体情報を当該記録媒体上から削
除するシステムコントローラ等の削除手段と、を備える。
【００２５】
　よって、配信された状態の配信実体情報を外部に出力して移動するので、当該配信実体
情報が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報の移動を行うことができる。
【００２６】
　また、配信実体情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び対応する符号化配信実体
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情報を記録媒体上から削除するので、外部へ出力された配信実体情報をその後の操作によ
り記録媒体から不法に検出しようとしても当該不法な操作を実行不可能とすることができ
る。
【００２７】
　上記の課題を解決するために、請求項７に記載の発明は、請求項４に記載の情報記録装
置により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体情報、前記共通再生制御情報、前
記再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録されている前記記録媒体から少なくと
も当該符号化配信実体情報を再生する情報再生装置において、前記記録されている配信実
体情報を外部へ移動するとき、当該移動されるべき前記配信実体情報と、当該移動される
べき前記配信実体情報に対応する前記再生制御情報と、を前記記録媒体から検出するピッ
クアップ等の検出手段と、前記検出された配信実体情報及び前記再生制御情報を前記外部
へ出力するシステムインタフェース等の出力手段と、前記外部への出力後に前記記録媒体
上に残置している当該配信実体情報及び当該再生制御情報を削除するシステムコントロー
ラ等の削除手段と、を備える。
【００２８】
　よって、配信された状態の配信実体情報及び再生制御情報を外部に出力して移動するの
で、当該配信実体情報の配信時に定められている再生態様を担保しつつ当該配信実体情報
が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報の移動を行うことができる。
【００２９】
　また、配信実体情報及び再生制御情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び再生制
御情報を記録媒体上から削除するので、外部へ出力された配信実体情報をその後の操作に
より記録媒体から不法に検出しようとしても当該不法な操作を実行不可能とすることがで
きる。
【００３０】
　上記の課題を解決するために、請求項８に記載の発明は、光ディスク等の記録媒体に記
録され且つ情報再生装置による再生対象たる実体情報を、各々の前記実体情報の復号方式
に夫々適合した複数種類の前記情報再生装置により共通的に復号可能な特定符号化方式に
符号化し、符号化実体情報を生成する符号化工程と、前記実体情報が、外部から配信され
て来る配信実体情報であって、当該配信実体情報を再生する際の再生態様を制御するため
の再生制御情報と共に配信されて来る配信実体情報であるとき、前記記録媒体に記録後の
前記符号化配信実体情報の実際の再生時における再生態様を制御するための適用再生制御
情報を、前記配信されて来る再生制御情報に基づいて生成する生成工程と、前記生成され
た適用再生制御情報及び前記符号化された符号化配信実体情報を前記記録媒体に記録する
第１記録工程と、前記実体情報が前記配信実体情報であるとき、前記記録媒体に記録され
る前記符号化配信実体情報が当該配信実体情報を符号化して得られた当該符号化配信実体
情報であることを示す識別情報を前記記録媒体に記録する第２記録工程と、を備える。
【００３１】
　よって、配信実体情報を含む実体情報を特定符号化方式により符号化するので、各々の
実体情報の復号方式に夫々適合した複数種類の情報再生装置により復号及び再生が可能な
状態で当該実体情報を記録することができ、再生処理における互換性を確保することがで
きる。
【００３２】
　また、識別情報と適用再生制御情報とを符号化配信実体情報と共に記録するので、識別
情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されているとき当該符号化
配信実体情報を再生するに当たって対応する適用再生制御情報を検出して用いることによ
り、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報とを明確に区別した上で当該検出した適用
再生制御情報に基づいて再生制御を実行しつつ対応する符号化配信実体情報を再生するこ
とができる。
【００３３】
　上記の課題を解決するために、請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の情報記録方
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法において、前記配信実体情報を、当該配信時における符号化方式のまま前記記録媒体に
記録する第３記録工程を更に備える。
【００３４】
　よって、符号化配信実体情報だけでなく元の配信実体情報もその配信時の符号化方式の
まま記録されるので、配信実体情報を外部に移動する際に元の符号化方式のまま移動する
ことができる。
【００３５】
　上記の課題を解決するために、請求項１０に記載の発明は、請求項８又は９に記載の情
報記録方法において、前記生成工程においては、異なる種類の前記配信実体情報を前記符
号化工程において夫々符号化して得られる前記符号化配信実体情報における各前記再生態
様を共通して制御するための共通再生制御情報を、前記異なる種類の前記配信実体情報と
共に配信されて来る各前記再生制御情報に基づいて前記適用再生制御情報として生成する
と共に、前記第１記録工程においては、当該生成された共通再生制御情報を前記符号化さ
れた符号化配信実体情報と共に前記記録媒体に記録するように構成される。
【００３６】
　よって、共通再生制御情報が符号化配信実体情報と共に記録されるので、当該符号化配
信実体情報の再生時において当該共通再生制御情報を用いることにより、異なる再生制御
情報に夫々対応した異なる種類の配信実体情報から夫々得られた符号化配信実体情報であ
っても各再生制御情報に対応するための特別の構成を備えることなく配信実体情報を再生
することができることとなり、情報再生装置としての互換性を更に向上させることができ
る。
【００３７】
　上記の課題を解決するために、請求項１１に記載の発明は、請求項１０に記載の情報記
録方法において、前記生成工程においては、前記共通再生制御情報に加えて各前記再生制
御情報自体をも前記適用再生制御情報とすると共に、前記第１記録工程においては、当該
生成された共通再生制御情報及び各前記再生制御情報を前記符号化された符号化配信実体
情報と共に前記記録媒体に記録するように構成される。
【００３８】
　よって、共通再生制御情報だけでなく再生制御情報も併せて記録するので、配信実体情
報を外部に移動する際に、その配信実体情報に対応する再生制御情報を配信時のままの態
様で当該配信実体情報と共に移動することができる。
【００３９】
　上記の課題を解決するために、請求項１２に記載の発明は、請求項８から１１のいずれ
か一項に記載の情報記録方法により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体情報、
前記適用再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録されている前記記録媒体から少
なくとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生方法において、前記記録媒体から前
記識別情報を検出する第１検出工程と、前記検出された識別情報に基づいて、再生される
べき前記符号化実体情報が前記符号化配信実体情報であるか否かを判定する判定工程と、
再生されるべき前記符号化実体情報が前記符号化配信実体情報であるとき、前記記録媒体
から前記適用再生制御情報を検出する第２検出工程と、前記検出された適用再生制御情報
に基づいて、再生態様を制御しつつ前記記録媒体から前記符号化配信実体情報を再生する
再生工程と、を備える。
【００４０】
　よって、複数種類の情報再生装置により復号及び再生が可能な特定符号化方式により配
信実体情報を含む実体情報が符号化されているので、情報再生装置として特別の構成を備
えることなく配信実体情報を再生することができ、再生処理における互換性を確保するこ
とができる。
【００４１】
　また、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されていると
き対応する適用再生制御情報を検出して再生制御に用いるので、符号化配信実体情報と他
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の符号化実体情報とを明確に区別した上で配信時に定められている再生態様により符号化
配信実体情報の実際の再生処理を行うことができる。
【００４２】
　上記の課題を解決するために、請求項１３に記載の発明は、請求項９に記載の情報記録
方法により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体情報、前記配信実体情報、前記
適用再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録されている前記記録媒体から少なく
とも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生方法において、前記記録されている配信
実体情報を外部へ移動するとき、当該移動されるべき前記配信実体情報を前記記録媒体か
ら検出する検出工程と、前記検出された配信実体情報を前記外部へ出力する出力工程と、
前記外部への出力後に前記記録媒体上に残置している当該配信実体情報及び対応する前記
符号化配信実体情報を当該記録媒体上から削除する削除工程と、を備える。
【００４３】
　よって、配信された状態の配信実体情報を外部に出力して移動するので、当該配信実体
情報が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報の移動を行うことができる。
【００４４】
　また、配信実体情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び対応する符号化配信実体
情報を記録媒体上から削除するので、外部へ出力された配信実体情報をその後の操作によ
り記録媒体から不法に検出しようとしても当該不法な操作を実行不可能とすることができ
る。
【００４５】
　上記の課題を解決するために、請求項１４に記載の発明は、請求項１１に記載の情報記
録方法により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体情報、前記共通再生制御情報
、前記再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録されている前記記録媒体から少な
くとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生方法において、前記記録されている配
信実体情報を外部へ移動するとき、当該移動されるべき前記配信実体情報と、当該移動さ
れるべき前記配信実体情報に対応する前記再生制御情報と、を前記記録媒体から検出する
検出工程と、前記検出された配信実体情報及び前記再生制御情報を前記外部へ出力する出
力工程と、前記外部への出力後に前記記録媒体上に残置している当該配信実体情報及び当
該再生制御情報を削除する削除工程と、を備える。
【００４６】
　よって、配信された状態の配信実体情報及び再生制御情報を外部に出力して移動するの
で、当該配信実体情報の配信時に定められている再生態様を担保しつつ当該配信実体情報
が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報の移動を行うことができる。
【００４７】
　また、配信実体情報及び再生制御情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び再生制
御情報を記録媒体上から削除するので、外部へ出力された配信実体情報をその後の操作に
より記録媒体から不法に検出しようとしても当該不法な操作を実行不可能とすることがで
きる。
【００４８】
　上記の課題を解決するために、請求項１５に記載の発明は、情報記録装置に含まれる記
録コンピュータを、光ディスク等の記録媒体に記録され且つ情報再生装置による再生対象
たる実体情報を、各々の前記実体情報の復号方式に夫々適合した複数種類の前記情報再生
装置により共通的に復号可能な特定符号化方式に符号化し、符号化実体情報を生成する符
号化手段、前記実体情報が、外部から配信されて来る配信実体情報であって、当該配信実
体情報を再生する際の再生態様を制御するための再生制御情報と共に配信されて来る配信
実体情報であるとき、前記記録媒体に記録後の前記符号化配信実体情報の実際の再生時に
おける再生態様を制御するための適用再生制御情報を、前記配信されて来る再生制御情報
に基づいて生成する生成手段、前記生成された適用再生制御情報及び前記符号化された符
号化配信実体情報を前記記録媒体に記録する第１記録手段、及び、前記実体情報が前記配
信実体情報であるとき、前記記録媒体に記録される前記符号化配信実体情報が当該配信実



(13) JP 4149167 B2 2008.9.10

10

20

30

40

50

体情報を符号化して得られた当該符号化配信実体情報であることを示す識別情報を前記記
録媒体に記録する第２記録手段、として機能させる。
【００４９】
　よって、配信実体情報を含む実体情報を特定符号化方式により符号化するように記録コ
ンピュータが機能するので、各々の実体情報の復号方式に夫々適合した複数種類の情報再
生装置により復号及び再生が可能な状態で当該実体情報を記録することができ、再生処理
における互換性を確保することができる。
【００５０】
　また、識別情報と適用再生制御情報とを符号化配信実体情報と共に記録するように記録
コンピュータが機能するので、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されている
ことが示されているとき当該符号化配信実体情報を再生するに当たって対応する適用再生
制御情報を検出して用いることにより、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報とを明
確に区別した上で当該検出した適用再生制御情報に基づいて再生制御を実行しつつ対応す
る符号化配信実体情報を再生することができる。
【００５１】
　上記の課題を解決するために、請求項１６に記載の発明は、請求項１５に記載の情報記
録用プログラムにおいて、前記記録コンピュータを、前記配信実体情報を、当該配信時に
おける符号化方式のまま前記記録媒体に記録する第３記録手段として更に機能させる。
【００５２】
　よって、符号化配信実体情報だけでなく元の配信実体情報もその配信時の符号化方式の
まま記録されるように記録コンピュータが機能するので、配信実体情報を外部に移動する
際に元の符号化方式のまま移動することができる。
【００５３】
　上記の課題を解決するために、請求項１７に記載の発明は、請求項１５又は１６に記載
の情報記録用プログラムにおいて、前記生成手段として機能する前記記録コンピュータを
、異なる種類の前記配信実体情報を前記符号化手段により夫々符号化して得られる前記符
号化配信実体情報における各前記再生態様を共通して制御するための共通再生制御情報を
、前記異なる種類の前記配信実体情報と共に配信されて来る各前記再生制御情報に基づい
て前記適用再生制御情報として生成するように機能させると共に、前記第１記録手段とし
て機能する前記記録コンピュータを、当該生成された共通再生制御情報を前記符号化され
た符号化配信実体情報と共に前記記録媒体に記録するように機能させる。
【００５４】
　よって、共通再生制御情報が符号化配信実体情報と共に記録されるように記録コンピュ
ータが機能するので、当該符号化配信実体情報の再生時において当該共通再生制御情報を
用いることにより、異なる再生制御情報に夫々対応した異なる種類の配信実体情報から夫
々得られた符号化配信実体情報であっても各再生制御情報に対応するための特別の構成を
備えることなく配信実体情報を再生することができることとなり、情報再生装置としての
互換性を更に向上させることができる。
【００５５】
　上記の課題を解決するために、請求項１８に記載の発明は、請求項１７に記載の情報記
録用プログラムにおいて、前記生成手段として機能する前記記録コンピュータを、前記共
通再生制御情報に加えて各前記再生制御情報自体をも前記適用再生制御情報とするように
機能させると共に、前記第１記録手段として機能する前記記録コンピュータを、当該生成
された共通再生制御情報及び各前記再生制御情報を前記符号化された符号化配信実体情報
と共に前記記録媒体に記録するように機能させる。
【００５６】
　よって、共通再生制御情報だけでなく再生制御情報も併せて記録するように記録コンピ
ュータが機能するので、配信実体情報を外部に移動する際に、その配信実体情報に対応す
る再生制御情報を配信時のままの態様で当該配信実体情報と共に移動することができる。
【００５７】
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　上記の課題を解決するために、請求項１９に記載の発明は、請求項１５から１８のいず
れか一項に記載の情報記録装置により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体情報
、前記適用再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録されている前記記録媒体から
少なくとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生装置に含まれる再生コンピュータ
を、前記記録媒体から前記識別情報を検出する第１検出手段、前記検出された識別情報に
基づいて、再生されるべき前記符号化実体情報が前記符号化配信実体情報であるか否かを
判定する判定手段、再生されるべき前記符号化実体情報が前記符号化配信実体情報である
とき、前記記録媒体から前記適用再生制御情報を検出する第２検出手段、及び、前記検出
された適用再生制御情報に基づいて、再生態様を制御しつつ前記記録媒体から前記符号化
配信実体情報を再生する再生手段、として機能させる。
【００５８】
　よって、複数種類の情報再生装置により復号及び再生が可能な特定符号化方式により配
信実体情報を含む実体情報が符号化されているので、情報再生装置として特別の構成を備
えることなく配信実体情報を再生することができ、再生処理における互換性を確保するこ
とができる。
【００５９】
　また、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されていると
き対応する適用再生制御情報を検出して再生制御に用いるように再生コンピュータが機能
するので、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報とを明確に区別した上で配信時に定
められている再生態様により符号化配信実体情報の実際の再生処理を行うことができる。
【００６０】
　上記の課題を解決するために、請求項２０に記載の発明は、請求項１６に記載の情報記
録装置により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体情報、前記配信実体情報、前
記適用再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録されている前記記録媒体から少な
くとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生装置に含まれる再生コンピュータを、
前記記録されている配信実体情報を外部へ移動するとき、当該移動されるべき前記配信実
体情報を前記記録媒体から検出する検出手段、前記検出された配信実体情報を前記外部へ
出力する出力手段、及び、前記外部への出力後に前記記録媒体上に残置している当該配信
実体情報及び対応する前記符号化配信実体情報を当該記録媒体上から削除する削除手段、
として機能させる。
【００６１】
　よって、配信された状態の配信実体情報を外部に出力して移動するように再生コンピュ
ータが機能するので、当該配信実体情報が則るべき規格に準じて記録されている配信実体
情報の移動を行うことができる。
【００６２】
　また、配信実体情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び対応する符号化配信実体
情報を記録媒体上から削除するように再生コンピュータが機能するので、外部へ出力され
た配信実体情報をその後の操作により記録媒体から不法に検出しようとしても当該不法な
操作を実行不可能とすることができる。
【００６３】
　上記の課題を解決するために、請求項２１に記載の発明は、請求項１８に記載の情報記
録装置により前記符号化配信実体情報を含む前記符号化実体情報、前記共通再生制御情報
、前記再生制御情報及び前記識別情報が少なくとも記録されている前記記録媒体から少な
くとも当該符号化配信実体情報を再生する情報再生装置に含まれる再生コンピュータを、
前記記録されている配信実体情報を外部へ移動するとき、当該移動されるべき前記配信実
体情報と、当該移動されるべき前記配信実体情報に対応する前記再生制御情報と、を前記
記録媒体から検出する検出手段、前記検出された配信実体情報及び前記再生制御情報を前
記外部へ出力する出力手段、及び、前記外部への出力後に前記記録媒体上に残置している
当該配信実体情報及び当該再生制御情報を削除する削除手段、として機能させる。
【００６４】
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　よって、配信された状態の配信実体情報及び再生制御情報を外部に出力して移動するよ
うに再生コンピュータが機能するので、当該配信実体情報の配信時に定められている再生
態様を担保しつつ当該配信実体情報が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報
の移動を行うことができる。
【００６５】
　また、配信実体情報及び再生制御情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び再生制
御情報を記録媒体上から削除するように再生コンピュータが機能するので、外部へ出力さ
れた配信実体情報をその後の操作により記録媒体から不法に検出しようとしても当該不法
な操作を実行不可能とすることができる。
【００６６】
　上記の課題を解決するために、請求項２２に記載の発明は、請求項１５から１８のいず
れか一項に記載の情報記録用プログラムが前記記録コンピュータで読取可能に記録されて
いる。
【００６７】
　よって、請求項１５に記載の情報記録用プログラムが記録されている場合には、これを
記録コンピュータにより読み出して実行することにより、配信実体情報を含む実体情報を
特定符号化方式により符号化するように当該記録コンピュータが機能するので、各々の実
体情報の復号方式に夫々適合した複数種類の情報再生装置により復号及び再生が可能な状
態で当該実体情報を記録することができ、再生処理における互換性を確保することができ
る。
【００６８】
　また、識別情報と適用再生制御情報とを符号化配信実体情報と共に記録するように当該
記録コンピュータが機能するので、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されて
いることが示されているとき当該符号化配信実体情報を再生するに当たって対応する適用
再生制御情報を検出して用いることにより、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報と
を明確に区別した上で当該検出した適用再生制御情報に基づいて再生制御を実行しつつ対
応する符号化配信実体情報を再生することができる。
【００６９】
　更に、請求項１６に記載の情報記録用プログラムが記録されている場合には、これを記
録コンピュータにより読み出して実行することにより、符号化配信実体情報だけでなく元
の配信実体情報もその配信時の符号化方式のまま記録されるように当該記録コンピュータ
が機能するので、配信実体情報を外部に移動する際に元の符号化方式のまま移動すること
ができる。
【００７０】
　更にまた、請求項１７に記載の情報記録用プログラムが記録されている場合には、これ
を記録コンピュータにより読み出して実行することにより、共通再生制御情報が符号化配
信実体情報と共に記録されるように当該記録コンピュータが機能するので、当該符号化配
信実体情報の再生時において当該共通再生制御情報を用いることにより、異なる再生制御
情報に夫々対応した異なる種類の配信実体情報から夫々得られた符号化配信実体情報であ
っても各再生制御情報に対応するための特別の構成を備えることなく配信実体情報を再生
することができることとなり、情報再生装置としての互換性を更に向上させることができ
る。
【００７１】
　また、請求項１８に記載の情報記録用プログラムが記録されている場合には、これを記
録コンピュータにより読み出して実行することにより、共通再生制御情報だけでなく再生
制御情報も併せて記録するように記録コンピュータが機能するので、配信実体情報を外部
に移動する際に、その配信実体情報に対応する再生制御情報を配信時のままの態様で当該
配信実体情報と共に移動することができる。
【００７２】
　上記の課題を解決するために、請求項２３に記載の発明は、請求項１９から２１のいず
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れか一項に記載の情報再生用プログラムが前記再生コンピュータで読取可能に記録されて
いる。
【００７３】
　よって、請求項１９に記載の情報再生用プログラムが記録されている場合には、これを
再生コンピュータにより読み出して実行することにより、複数種類の情報再生装置により
復号及び再生が可能な特定符号化方式により配信実体情報を含む実体情報が符号化されて
いるので、情報再生装置として特別の構成を備えることなく配信実体情報を再生すること
ができ、再生処理における互換性を確保することができる。
【００７４】
　また、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されていると
き対応する適用再生制御情報を検出して再生制御に用いるように当該再生コンピュータが
機能するので、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報とを明確に区別した上で配信時
に定められている再生態様により符号化配信実体情報の実際の再生処理を行うことができ
る。
【００７５】
　更に、請求項２０に記載の情報再生用プログラムが記録されている場合には、これを再
生コンピュータにより読み出して実行することにより、配信された状態の配信実体情報を
外部に出力して移動するように当該再生コンピュータが機能するので、当該配信実体情報
が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報の移動を行うことができる。
【００７６】
　また、配信実体情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び対応する符号化配信実体
情報を記録媒体上から削除するように当該再生コンピュータが機能するので、外部へ出力
された配信実体情報をその後の操作により記録媒体から不法に検出しようとしても当該不
法な操作を実行不可能とすることができる。
【００７７】
　更にまた、請求項２１に記載の情報再生用プログラムが記録されている場合には、これ
を再生コンピュータにより読み出して実行することにより、配信された状態の配信実体情
報及び再生制御情報を外部に出力して移動するように当該再生コンピュータが機能するの
で、当該配信実体情報の配信時に定められている再生態様を担保しつつ当該配信実体情報
が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報の移動を行うことができる。
【００７８】
　また、配信実体情報及び再生制御情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び再生制
御情報を記録媒体上から削除するように当該再生コンピュータが機能するので、外部へ出
力された配信実体情報をその後の操作により記録媒体から不法に検出しようとしても当該
不法な操作を実行不可能とすることができる。
【００７９】
　上記の課題を解決するために、請求項２４に記載の発明は、光ディスク等の記録媒体に
記録され且つ情報再生装置による再生対象たる実体情報を、各々の前記実体情報の復号方
式に夫々適合した複数種類の前記情報再生装置により共通的に復号可能な特定符号化方式
に符号化して得られた符号化実体情報が記録されている符号化実体情報記録領域と、前記
実体情報が、外部から配信されて来る配信実体情報であって、当該配信実体情報を再生す
る際の再生態様を制御するための再生制御情報と共に配信されて来る配信実体情報である
場合に、前記記録媒体に記録後の前記符号化配信実体情報の実際の再生時における再生態
様を制御するための適用再生制御情報であって前記配信されて来る再生制御情報に基づい
て生成された適用再生制御情報が記録されている配信制御情報記録領域と、前記記録媒体
に記録される前記符号化配信実体情報が当該配信実体情報を符号化して得られた符号化配
信実体情報であることを示す識別情報が記録されている識別情報記録領域と、を備える。
【００８０】
　よって、配信実体情報を含む実体情報が特定符号化方式により符号化されて記録されて
いるので、複数種類の情報再生装置により復号及び再生が可能な状態で当該実体情報が記
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録されていることで、再生処理における互換性を確保することができる。
【００８１】
　また、識別情報と適用再生制御情報とが符号化配信実体情報と共に記録されているので
、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されているとき当該
符号化配信実体情報を再生するに当たって対応する適用再生制御情報を検出して用いるこ
とにより、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報とを明確に区別した上で当該検出し
た適用再生制御情報に基づいて再生制御を実行しつつ対応する符号化配信実体情報を再生
することができる。
【００８２】
　上記の課題を解決するために、請求項２５に記載の発明は、請求項２４に記載の記録媒
体において、前記再生制御情報を含んで配信されて来る前記配信実体情報が当該配信時に
おける符号化方式のまま記録されている配信実体情報記録領域を更に備える。
【００８３】
　よって、符号化配信実体情報だけでなく元の配信実体情報もその配信時の符号化方式の
まま記録されているので、配信実体情報を外部に移動する際に元の符号化方式のまま移動
することができる。
【００８４】
　上記の課題を解決するために、請求項２６に記載の発明は、請求項２４又は２５に記載
の記録媒体において、前記配信制御情報記録領域には、異なる種類の前記配信実体情報を
夫々符号化して得られる前記符号化配信記録情報における各前記再生態様を共通して制御
するための共通再生制御情報が前記適用再生制御情報として記録されている。
【００８５】
　よって、共通再生制御情報が符号化配信実体情報と共に記録されているので、当該符号
化配信実体情報の再生時において当該共通再生制御情報を用いることにより、異なる再生
制御情報に夫々対応した異なる種類の配信実体情報から夫々得られた符号化配信実体情報
であっても各再生制御情報に対応するための特別の構成を備えることなく配信実体情報を
再生することができることとなり、情報再生装置としての互換性を更に向上させることが
できる。
【００８６】
　上記の課題を解決するために、請求項２７に記載の発明は、請求項２６に記載の記録媒
体において、前記配信制御情報記録領域には、前記共通再生制御情報に加えて各前記再生
制御情報自体も記録されている。
【００８７】
　よって、共通再生制御情報だけでなく再生制御情報も併せて記録されているので、配信
実体情報を外部に移動する際に、その配信実体情報に対応する再生制御情報を配信時のま
まの態様で当該配信実体情報と共に移動することができる。
【００８８】
【発明の実施の形態】
次に、本発明に好適な実施の形態について、図面に基づいて説明する。
【００８９】
なお、以下に説明する実施の形態は、上記したＥＭＤにより配信される音楽情報を、記録
可能な記録媒体としての光ディスクに記録すると共に、当該記録されている音楽情報を、
それが配信された時に同時に配信されている後述する再生制御情報の内容に則って再生す
る情報記録再生装置に対して本発明を適用した場合の実施の形態である。
【００９０】
（Ｉ）ＳＤＭＩ規格について
初めに、具体的な実施の形態について説明する前に、実施形態に係る情報記録装置が準拠
しており、音楽情報等の著作物を不法複写等から保護するために現在策定されつつあるＳ
ＤＭＩ規格について簡単に説明する。
【００９１】
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当該ＳＤＭＩ規格は、音楽情報を含む著作物を不法複写等から保護するために当該著作物
を記録媒体に記録する情報記録装置等が準拠すべき規格として策定されつつあるものであ
り、米国の音楽産業を中心として策定されつつある規格である。そして現段階では、配信
元からＥＭＤにより例えばパーソナルコンピュータ等に正規に音楽情報を配信・記録した
ときには、配信先である当該パーソナルコンピュータ（以下、一次受信元と称する）によ
る再生のみを許可すること、また、更には上記一次受信元から他の携帯型の再生装置等（
以下、二次受信元と称する）にその著作物を（複写ではなく）移動する場合には当該二次
受信元における再生回数を制限すること、或いはＥＭＤにより配信される音楽情報にはい
わゆる電子透かし技術により著作権情報が埋め込まれること、等が当該規格に含まれるこ
ととされている。
【００９２】
ここで、当該音楽情報に埋め込まれる著作権情報として具体的には、その音楽情報が著作
物である場合の著作権者を示す情報及び配信された音楽情報を再生する際における再生制
限の内容を示す再生制御情報が含まれている。そして、当該再生制御情報について更に具
体的には、当該再生制御情報としては、当該音楽情報の再生時における再生回数の制限に
関する情報、当該再生が許可される期間の制限に関する情報、再生された音楽情報を他の
記録媒体に複写する場合の複写回数の制限に関する情報（更に具体的には、その音楽情報
が複写自由とされているものなのか、一回のみ複写が許可されているものなのか、或いは
複写が全く禁止されているものなのかを示す情報）、並びにＥＭＤによる音楽情報の配信
の際の配信先及び配信元を夫々識別するための識別情報等が当該著作権情報として含まれ
ている。
【００９３】
また、当該ＳＤＭＩ規格においては、ＥＭＤを用いて音楽情報が配信された場合には、当
該配信対象の音楽情報は、配信元から一次受信元への複写（すなわち、配信元にその音楽
情報を残置させたまま一次受信元へ配信すること）ではなく、受信された一次受信元上に
のみ存在することとされている。そして、当該一次受信元から上記二次受信元にその音楽
情報を移動する場合にも、移動完了時には当該一次受信元上にはその音楽情報はもはや存
在せず、移動先である二次受信元上にのみ存在することとされている。
【００９４】
更に、音楽情報の聴取が上記二次受信元において行われる必要が無くなったときには、そ
の音楽情報を元の一次受信元に返還することが可能とされている。このとき、当該返還後
においては、二次受信元上からは、同様にその音楽情報は消失していることとされている
。
【００９５】
このように、ＳＤＭＩ規格においては、音楽情報自体について、その複写ではなく移動の
みを許可することで、その音楽情報を著作物として確実に保護する試みが為されているの
である。
【００９６】
なお、上述したＳＤＭＩ規格においては、音楽情報を一次受信元から二次受信元に配信す
ることをチェックアウト(Check　out)と称し、一方、二次受信元から一次受信元に返還す
ることをチェックイン(Check　in)と称することとされている。すなわち、チェックアウ
トおよびチェックインは、必ずある一つの一次受信元と二次受信元との間で為される限定
型の双方向の移動方法を規定するものであり、もちろん、この際には二次受信元には種々
の再生装置を指定することが可能である。更には、一次受信元から、同時に、複数の二次
受信元との双方向の限定移動を可能とする移動先回数設定機能も運用可能とされている（
このとき、当該回数は、配信元により設定されるパラメータである）。
【００９７】
なお、当該ＳＤＭＩ規格においては、上記チェックアウト及びチェックインによる音楽情
報の移動手法とは異なり、一次受信元と二次受信元との間で、単に単一方向の複写ではな
い移動を行うムーヴ(Move)と称する比較的簡単な移動方法も規定されている。但し、この
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場合は一次受信元への音楽情報の返還又は格納が補償されない場合もあり得る。また、移
動に際しては、上記チェックアウトおよびチェックインと同様に異動元の音楽情報は消失
する。
【００９８】
（II）第１実施形態
次に、本発明に係る第１実施形態について、図１乃至図８を用いて説明する。
【００９９】
始めに、上述したＳＤＭＩ規格に準拠した第１実施形態に係る情報記録再生装置の構成及
び概要動作について、図１を用いて説明する。
【０１００】
なお、図１は第１実施形態に係る情報記録再生装置の概要構成を示すブロック図である。
【０１０１】
第１実施形態に係る情報記録再生装置は、上述したＥＭＤにより配信サーバから配信され
て来る音楽情報を光ディスクに記録する機能を有しているが、この他に、当該情報記録装
置は、図示しない入力端子を介して外部から入力されて来る音楽情報を当該光ディスクに
記録すると共に、その記録されている音楽情報を図示しない出力端子を介してスピーカ等
の外部機器に出力する機能をも有している。
【０１０２】
すなわち、図１に示すように、第１実施形態に係る情報記録再生装置Ｓは、スピンドルモ
ータ１と、第１記録手段、第２記録手段、第３記録手段、検出手段、第１検出手段及び第
２検出手段としてのピックアップ２と、復調部３と、スイッチ４、６及び１２と、オーデ
ィオ再生部５と、Ｄ／Ａ(Digital/Analog)コンバータ７と、生成手段、判定手段、再生手
段及び削除手段としてのシステムコントローラ８と、出力手段としてのシステムインタフ
ェース９と、符号化手段としてのデコーダ１０と、フォーマッタ１１と、Ａ／Ｄ(Analog/
Digital)コンバータ１３と、メモリ１４と、変調部１５と、サーボＩＣ(Integrated　Cir
cuit)１６と、により構成されている。
【０１０３】
また、フォーマッタ１１は、スイッチ１１ｂ及び１１ｃと、記録データ生成器１１ａと、
により構成されている。
【０１０４】
更に、システムコントローラ８は、ナビゲーション情報生成器８ａを含んでいる。
【０１０５】
次に動作を説明する。
【０１０６】
（Ａ）外部音源からの記録動作の実施形態
初めに、ＥＭＤにおける配信サーバ以外の外部音源（より具体的には、例えば光ディスク
プレーヤ等）から出力されてくる音楽情報を記録可能な光ディスクＤＫに記録する場合の
動作について説明する。
【０１０７】
なお、このとき、フォーマッタ１１内のスイッチ１１ｂはシステムコントローラ８からの
制御信号Ｓsfに基づいてスイッチ１２側に切り換えられている。
【０１０８】
先ず、当該外部音源から図示しない入力端子を介して入力された音楽情報が、アナログ信
号である音楽情報Ｓinaである場合には、当該音楽情報ＳinaはＡ／Ｄコンバータ１３へ入
力され、当該Ａ／Ｄコンバータ１３においてディジタル化された後、ディジタル音楽情報
Ｓadとしてスイッチ１２の一方の入力端子に出力される。
【０１０９】
一方、当該外部音源からの音楽情報が、元々ディジタル信号である音楽情報Ｓindである
場合には、当該音楽情報Ｓindはそのままスイッチ１２の他方の入力端子に出力される。
【０１１０】



(20) JP 4149167 B2 2008.9.10

10

20

30

40

50

そして、スイッチ１２は、システムコントローラ８からの制御信号Ｓsc3に基づき、光デ
ィスクＤＫに記録すべき音楽情報として上記ディジタル音楽情報Ｓad又は音楽情報Ｓind
のいずれか一方を選択し、入力音楽情報Ｓinとしてスイッチ１１ｂの一方の入力端子へ出
力する。
【０１１１】
これにより、スイッチ１２側に切り換えられているスイッチ１１ｂからは当該入力音楽情
報Ｓinが音楽情報Ｓrrとして記録データ生成器１１ａへ出力される。
【０１１２】
他方、システムコントローラ８内のナビゲーション情報生成器８ａは、上記外部音源から
入力されてきた上記音楽情報Ｓina又はＳindの内容に基づいて、当該いずれかの音楽情報
を光ディスクＤＫに記録した後にこれを再生する際の再生態様（再生順序又はいずれの音
楽情報を再生するか等）を制御するための制御情報（一般には、ナビゲーション情報と称
される場合もある）を後述するフォーマットに準拠するように生成し、制御情報Ｓnvとし
て記録データ生成器１１ａに出力する。
【０１１３】
ここで、上記制御情報について詳説すると、当該制御情報は音楽情報の再生時における再
生態様を示すものであるが、より具体的には、対応する音楽情報をプログラムと称される
部分情報に分割し、更に一のプログラムをセルと称される情報単位に分割してその再生態
様を制御しようとするものである。すなわち、一の音楽情報に対応する制御情報としては
、その音楽情報に含まれているセルを最小単位として当該セル毎に再生順序を記述した情
報が含まれている。そして、その再生順序を記述した情報としては、各セルが記録されて
いる光ディスクＤＫ上の記録位置を示すアドレス情報をそのセルの再生順序に対応した順
序で記述した情報が含まれている。換言すれば、一の音楽情報に対応する制御情報として
は、後述するように物理フォーマットとして各音楽情報内の各プログラム内に含まれてい
る各セルの再生順序を記述した論理情報（論理フォーマットと称されることもある）が含
まれることとなるのである。
【０１１４】
次に、記録データ生成器１１ａは、上記した音楽情報Ｓrrと制御情報Ｓnvとを後述するフ
ォーマットに準拠するように重畳し、重畳情報Ｓmxとして変調部１５へ出力する。
【０１１５】
これにより、変調部１５は、当該重畳情報Ｓmxに基づいて、ピックアップ２から射出され
る記録用の光ビームＢを強度変調することで当該重畳情報Ｓmxを光ディスクＤＫに記録す
るための記録信号Ｓrを生成し、ピックアップ２内の図示しない半導体レーザを駆動する
図示しない半導体レーザ駆動部へ出力する。
【０１１６】
この後、当該半導体レーザ駆動部は、記録信号Ｓrの内容に対応して光ビームＢを強度変
調するように当該半導体レーザを駆動して上記光ビームＢを射出させる。そして、当該光
ビームＢが強度変調されつつ光ディスクＤＫ内の情報記録面に照射されることで、当該情
報記録面内に記録信号Ｓrの内容に対応して形状が変化する記録ピットが形成され、これ
により、上記音楽情報Ｓina又はＳindが光ディスクＤＫに記録されることとなる。
【０１１７】
このとき、上記情報記録面に対する垂直方向及び水平方向の光ビームＢの照射位置につい
ては、サーボＩＣ１６からの制御信号Ｓspに基づき、当該垂直方向の照射位置（すなわち
、光ビームＢの集光位置）はピックアップ２内の図示しないフォーカスアクチュエータが
駆動することにより制御され、一方、当該水平方向の照射位置はピックアップ２内の図示
しないトラッキングアクチュエータが駆動することにより制御される。
【０１１８】
更に、スピンドルモータ１は、サーボＩＣ１６からの制御信号Ｓsmに基づいて光ディスク
ＤＫを予め設定された回転数となるように回転制御する。
【０１１９】
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そして、これらのため、サーボＩＣ１６は、システムコントローラ８からの制御信号Ｓss
に基づいて上記制御信号Ｓsm及びＳspを夫々生成して出力する。
【０１２０】
（Ｂ）外部への再生出力動作の実施形態
次に、上記（Ａ）項において説明した動作により光ディスクＤＫに記録された音楽情報を
再生して外部スピーカ等に出力する場合の動作について説明する。
【０１２１】
なお、このとき、スイッチ４はシステムコントローラ８からの制御信号Ｓsc1に基づいて
オーディオ再生部５側に切り換えられている。
【０１２２】
先ず、当該再生処理時においては、スピンドルモータ１が、サーボＩＣ１６からの制御信
号Ｓsmに基づいて光ディスクＤＫを予め設定された回転数となるように回転制御している
。
【０１２３】
そして、ピックアップ２内の図示しない上記半導体レーザからは、再生用の一定強度の光
ビームＢが光ディスクＤＫの情報記録面に照射されている。このとき、当該情報記録面に
対する垂直方向及び水平方向の光ビームＢの照射位置については、上記情報記録時と同様
に、サーボＩＣ１６からの制御信号Ｓspに基づき、ピックアップ２内の図示しないフォー
カスアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータが駆動することにより制御されてい
る。
【０１２４】
更に、これらのため、サーボＩＣ１６は、システムコントローラ８からの制御信号Ｓssに
基づいて上記制御信号Ｓsm及びＳspを夫々生成して出力する。
【０１２５】
なお、光ディスクＤＫ上のいずれの位置から情報を再生するかについては、上述した記録
処理により音楽情報と共に記録されている制御情報の内容に基づいて再生すべき音楽情報
の光ディスクＤＫ上の記録位置を取得し、これに基づいて再生すべき音楽情報が記録され
ている光ディスクＤＫ上の位置が特定されることとなる。
【０１２６】
次に、上記情報記録面に照射された光ビームＢは、当該情報記録面に形成されている上記
記録ピットにより変調され、その反射光がピックアップ２内の図示しない光検出器により
受光される。そして、当該光検出器により受光された反射光の強度変化に対応して変化す
る検出信号Ｓppが生成され、復調部３へ出力される。
【０１２７】
その後、復調部３は、検出信号Ｓppに対して予め設定された復調処理を施して復調信号Ｓ
pを生成し、これをオーディオ再生部５側に切り換えられているスイッチ４を介してオー
ディオ再生部５へ出力する。
【０１２８】
これにより、オーディオ再生部５は、当該復調信号Ｓpに対して予め設定された再生処理
を施してディジタル信号としての再生信号Ｓoutdを生成し、これをそのまま図示しないデ
ィジタル出力端子を介して外部のスピーカ等へ出力すると共にＤ／Ａコンバータ７へ出力
する。
【０１２９】
そして、Ｄ／Ａコンバータ７は、当該再生信号Ｓoutdをアナログ化し、アナログ再生信号
Ｓoutaとして図示しないアナログ出力端子を介して外部の他のスピーカ等へ出力する。
【０１３０】
（Ｃ）ＥＭＤによる音楽情報記録動作の実施形態
次に、ＥＭＤにおける配信サーバから配信されてくる音楽情報を光ディスクＤＫに記録す
る本発明に係る音楽情報記録動作について説明する。
【０１３１】
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なお、このとき、フォーマッタ１１内のスイッチ１１ｂ及びスイッチ１１ｃは、システム
コントローラ８からの制御信号Ｓsfに基づいて夫々スイッチ１１ｃ側及びシステムインタ
フェース９側に切り換えられている。また、スイッチ４はシステムコントローラ８からの
制御信号Ｓsc1に基づいてスイッチ６側に切り換えられており、更にスイッチ６はシステ
ムコントローラ８からの制御信号Ｓscに基づいてメモリ１４側に切り換えられている。
【０１３２】
先ず、当該配信サーバから図示しない入力端子を介して上記著作権情報等と共に入力され
た音楽情報Ｓineは、システムインタフェース９において予め設定されているインタフェ
ース処理が施された後、スイッチ１１ｃの一方の入力端子に出力される。
【０１３３】
そして、システムインタフェース９側に切り換えられているスイッチ１１ｃは、当該音楽
情報Ｓineをそのまま音楽情報Ｓswとしてスイッチ１１ｂの他方の入力端子に出力する。
【０１３４】
これにより、スイッチ１１ｃ側に切り換えられているスイッチ１１ｂは、当該音楽情報Ｓ
swをそのまま音楽情報Ｓrrとして記録データ生成器１１ａへ出力する。
【０１３５】
そして、記録データ生成器１１ａは、当該音楽情報Ｓrrに対して何ら処理を施すことなく
、これを重畳情報Ｓmxとして変調部１５へ出力する。
【０１３６】
これにより、変調部１５は、当該重畳情報Ｓmxに基づいて記録用の光ビームＢを強度変調
することで当該重畳情報Ｓmxを光ディスクＤＫに記録するための記録信号Ｓrを生成し、
ピックアップ２内の上記半導体レーザ駆動部へ出力する。
【０１３７】
この後、当該半導体レーザ駆動部は、記録信号Ｓrの内容に対応して光ビームＢを強度変
調するように当該半導体レーザを駆動して上記光ビームＢを射出させる。そして、当該光
ビームＢが強度変調されつつ光ディスクＤＫ内の情報記録面に照射されることで、当該情
報記録面内に記録信号Ｓrの内容に対応して形状が変化する記録ピットが形成され、これ
により、上記音楽情報Ｓineがその符号化方式等が配信時そのままの形態で後述する配信
データとして光ディスクＤＫに記録されることとなる。
【０１３８】
このとき、上記情報記録面に対する垂直方向及び水平方向の光ビームＢの照射位置につい
ては、上述した（Ａ）外部音源からの記録動作の場合と同様に、ピックアップ２内のフォ
ーカスアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータが駆動することにより制御される
。
【０１３９】
更に、スピンドルモータ１は、上述した（Ａ）外部音源からの記録動作の場合と同様に、
サーボＩＣ１６からの制御信号Ｓsmに基づいて光ディスクＤＫを予め設定された回転数と
なるように回転制御する。
【０１４０】
そして、これらのため、サーボＩＣ１６は、システムコントローラ８からの制御信号Ｓss
に基づいて上記制御信号Ｓsm及びＳspを夫々生成して出力する。
【０１４１】
上述した一連の記録処理により配信サーバから配信されてきた音楽情報Ｓineが対応する
著作権情報等と共にそのままの形態で配信データとして光ディスクＤＫに記録されると、
次に、システムコントローラ８は当該記録処理が完了した配信データを再度読み出すべく
、光ビームＢの照射位置を制御するための上記制御信号ＳssをサーボＩＣ１６に出力する
。これにより、サーボＩＣ１６は、当該制御信号Ｓssに基づき、直前に記録された配信デ
ータを再生すべく光ビームＢの照射位置を制御する。なお、このシステムコントローラ８
の処理と並行して、制御信号Ｓsfに基づきフォーマッタ１１内のスイッチ１１ｃがデコー
ダ１０側に切り換えられる。
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【０１４２】
そして、ピックアップ２は当該照射位置が制御された光ビームＢの光ディスクＤＫからの
反射光を受光し、記録された配信データの内容に対応する上記検出信号Ｓppを生成して復
調部３へ出力する。
【０１４３】
これにより、復調部３は、検出信号Ｓppに対して予め設定された復調処理を施して復調信
号Ｓpを生成し、これを上述した態様で切り換えられているスイッチ４及び６を介してメ
モリ１４に一時的に蓄積する。
【０１４４】
一方、ナビゲーション情報生成器８ａは、上記蓄積された復調信号Ｓpの内容をメモリ信
号Ｓmmとして読み出して解析し、その解析した内容に基づいて、当該復調信号Ｓp内の音
楽情報を光ディスクＤＫに記録した後にこれを再生する際の再生態様を制御するための制
御情報（ナビゲーション情報）のうち当該音楽情報と同時に記録すべきもの（後述する共
通再生制御情報を含む）を後述するフォーマットに準拠するように生成し、制御情報Ｓnv
として記録データ生成器１１ａに出力する。
【０１４５】
他方、メモリ１４は、上記蓄積した復調信号Ｓpについて、ナビゲーション情報生成器８
ａにおける制御情報の生成処理と並行してこれを読み出し、デコーダ１０へ出力する。
【０１４６】
そして、デコーダ１０は、当該復調信号Ｓpをデコードし、更に当該デコードした復調信
号Ｓpに含まれている音楽情報の記録フォーマットを相互に異なる複数種類の情報再生装
置により復号可能な記録フォーマット（より具体的には、例えばいわゆるリニアＰＣＭ(P
ulse　Code　Modulation)方式の記録フォーマット等）に変換し、変換信号Ｓdcとしてデ
コーダ１０側に切り換えられているスイッチ１１ｃへ出力する。
【０１４７】
次に、スイッチ１１ｃは、当該変換信号Ｓdcを音楽情報Ｓswとしてスイッチ１１ｂの他方
の入力端子に出力する。
【０１４８】
これにより、スイッチ１１ｃ側に切り換えられているスイッチ１１ｂは、当該音楽情報Ｓ
swをそのまま音楽情報Ｓrrとして記録データ生成器１１ａへ出力する。
【０１４９】
そして、記録データ生成器１１ａは、上記した音楽情報Ｓrrと制御情報Ｓnvとを後述する
フォーマットに準拠するように重畳し、重畳情報Ｓmxとして変調部１５へ出力する。
【０１５０】
これにより、変調部１５は、当該重畳情報Ｓmxに基づいて記録用の光ビームＢを強度変調
することで当該重畳情報Ｓmxを光ディスクＤＫに記録するための記録信号Ｓrを生成し、
ピックアップ２内の図示しない半導体レーザ駆動部へ出力する。
【０１５１】
この後、当該半導体レーザ駆動部は、記録信号Ｓrの内容に対応して光ビームＢを強度変
調するように当該半導体レーザを駆動して上記光ビームＢを射出させる。そして、当該光
ビームＢが強度変調されつつ光ディスクＤＫ内の情報記録面に照射されることで当該情報
記録面内に記録信号Ｓrの内容に対応して形状が変化する記録ピットが形成され、これに
より、先に記録されている配信データをフォーマット変換した内容の音楽情報が後述する
変換データとして光ディスクＤＫに記録されることとなる。
【０１５２】
このとき、上記情報記録面に対する垂直方向及び水平方向の光ビームＢの照射位置につい
ては、上述した配信データの記録時と同様にピックアップ２内のフォーカスアクチュエー
タ及びトラッキングアクチュエータが駆動することにより制御される。
【０１５３】
なお、上述した一連の動作により光ディスクＤＫに記録された変換データ及び配信データ
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のうち、実際に上記した複数の情報再生装置によって音楽情報として再生されるのは変換
データとして記録されている音楽情報であり、配信データの方は、上記した他の再生装置
等（上記二次受信元）への音楽情報の移動又は配信サーバへの音楽情報の返還の際に用い
られるものである。
【０１５４】
次に、上述した一連の動作により光ディスクＤＫに記録された配信データを、対応する著
作権情報等と共に上記した他二次受信元に移動する場合の動作について説明する。
【０１５５】
なお、このとき、スイッチ４はシステムコントローラ８からの制御信号Ｓsc1に基づいて
スイッチ６側に切り換えられており、更に、スイッチ６はシステムコントローラ８からの
制御信号Ｓscに基づいてシステムインタフェース９側に切り換えられている。
【０１５６】
当該移動処理を実行する場合には、初めに、スピンドルモータ１が、サーボＩＣ１６から
の制御信号Ｓsmに基づいて光ディスクＤＫを予め設定された回転数となるように回転制御
している。
【０１５７】
そして、ピックアップ２内の図示しない上記半導体レーザからは、再生用の一定強度の光
ビームＢが光ディスクＤＫの情報記録面に照射されている。このとき、当該情報記録面に
対する垂直方向及び水平方向の光ビームＢの照射位置については、上記情報記録時と同様
に、サーボＩＣ１６からの制御信号Ｓspに基づき、ピックアップ２内の図示しないフォー
カスアクチュエータ及びトラッキングアクチュエータが駆動することにより制御されてい
る。
【０１５８】
なお、光ディスクＤＫ上のいずれの位置から配信データを再生するかについては、上述し
た記録処理により音楽情報と共に記録されている制御情報の内容に基づいて再生すべき配
信データの光ディスクＤＫ上の記録位置を取得し、これに基づいて再生すべき配信データ
が記録されている光ディスクＤＫ上の位置が特定されることとなる。
【０１５９】
次に、上記情報記録面に照射された光ビームＢは、当該情報記録面に形成されている上記
記録ピットにより変調され、その反射光がピックアップ２内の図示しない光検出器により
受光され、上記検出信号Ｓppが生成されて復調部３へ出力される。
【０１６０】
そして、復調部３は、検出信号Ｓppに対して予め設定された復調処理を施して復調信号Ｓ
pを生成し、これをスイッチ４及び６を介してシステムインタフェース９へ出力する。
【０１６１】
そして、システムインタフェース９は当該復調信号Ｓpに対して予め設定されているイン
タフェース処理を施し、音楽情報Ｓouteとして二次受信元に移動する。このとき、当該返
還又は移動された後の配信データは光ディスクＤＫ上からは消去又は無効化されることと
なる。
【０１６２】
次に、上述した一連のＥＭＤによるデータ記録処理について、図２及び図３に示すフロー
チャートにより全体を纏めて説明する。
【０１６３】
なお、図２は当該情報記録再生装置において実行されるデータ記録処理を示すフローチャ
ートであり、図３は当該データ記録処理の細部を示すフローチャートであり、図４は第１
実施形態のデータ記録処理が実行された後の光ディスク上の物理フォーマットを示す図で
あり、図５は当該データ記録処理の概念を例示する図であり、図６は後述する制御情報の
構成（階層構造）を示す図であり、図７は当該情報記録再生装置において実行されるデー
タ移動処理を示すフローチャートである。
【０１６４】
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図２に示すように、当該データ記録処理においては、初めに、過去においてＥＭＤにより
取得された音楽情報がそのままの形態で配信データとして光ディスクＤＫ上に記録されて
いるか否かを確認し(ステップＳ１)、当該配信データが存在しないときは（ステップＳ１
；ＮＯ）そのままステップＳ３の処理に移行し、一方、過去に配信されてきた配信データ
が既に記録されている時は（ステップＳ１；ＹＥＳ）、当該過去の配信データのうち最新
のものについてその光ディスクＤＫ上の記録終了位置を取得しておく（ステップＳ２）。
【０１６５】
次に、配信サーバから上述した如く音楽情報及び対応する著作権情報等を受信すると共に
、当該受診した音楽情報の光ディスクＤＫへの記録処理に先立って、当該音楽情報と共に
配信されて来た著作権情報に含まれている上記再生制御情報の内容を確認してこれを光デ
ィスクＤＫに記録等する処理が実行される（ステップＳ３０）。なお、当該ステップＳ３
０の処理の詳細については後述する。
【０１６６】
再生制御情報に関する処理が完了すると、次に、光ディスクＤＫの記録領域の先頭（上記
ステップＳ１；ＮＯの場合）又は過去の配信データのうち最新のものの記録終了位置の直
後（上記ステップＳ２を経る場合）の位置から当該受信した音楽情報を上述した一連の記
録動作に則って記録していく（ステップＳ３）。なお、これら配信データが記録される領
域を、以後配信データエリアと称する。また、上記した再生制御情報は上記配信データエ
リアとは別個の光ディスクＤＫ上の領域に記録される。
【０１６７】
そして、当該配信データの記録中はそれが完了したか否かを常に監視し（ステップＳ４）
、完了していないときは（ステップＳ４；ＮＯ）ステップＳ３の処理に戻って受信・記録
処理を継続し、一方、完了しているときは（ステップＳ４；ＹＥＳ）、次に、一度記録さ
れた配信データを読み出してデコード１０によりデコードし（ステップＳ５）、更にその
記録フォーマットを例えばリニアＰＣＭ方式等に変換し（ステップＳ６）、その変換後の
音楽情報を変換データとして光ディスクＤＫ上の後述する変換データエリアＡＲＯ内に記
録する（ステップＳ７）。なお、このとき、上記した制御情報のうち変換データ内に重畳
して記録されるものは当該変換データの記録と同時並行的に記録される。
【０１６８】
そして、当該変換データの記録中はそれが完了したか否かを常に監視し（ステップＳ８）
、完了していないときは（ステップＳ８；ＮＯ）ステップＳ５の処理に戻ってデコード・
変換処理等を継続し、一方、完了しているときは（ステップＳ８；ＹＥＳ）、当該記録し
た変換データの内容に対応するように後述するフォーマットで上記制御情報のうち変換デ
ータとは別個に記録するもの（上記ステップＳ２の処理において取得した記録終了位置を
含む）を記録し（ステップＳ９）、一連のデータ記録処理を終了する。
【０１６９】
次に、上記ステップＳ３０における再生制御情報に関する処理について、具体的に図３を
用いて説明する。
【０１７０】
図３に示すように、当該再生制御情報の内容確認及び記録処理においては、始めに、配信
されてきた配信データがその再生時に用いられるべき再生制御情報を伴っているか否かが
確認され（ステップＳ３１）、伴っていないときは（ステップＳ３１；ＮＯ）当該再生制
御情報以外の著作権情報等に基づいて当該配信データが光ディスクＤＫに記録されること
（以下、単にダウンロード処理と称する）が許可されているものであるか否かが確認され
る（ステップＳ３９）。そして、そのダウンロード処理が許可されていない音楽情報であ
るときは（ステップＳ３９；ＮＯ）、当該著作権情報等及び音楽情報自体がダウンロード
処理できないものであるので、そのまま図２に示すデータ記録処理を終了する。
【０１７１】
一方、ステップＳ３９の判定において、その移動が許可されている音楽情報であるときは
（ステップＳ３９；ＹＥＳ）何ら再生制限がなされること無くダウンロード処理後に再生
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可能であるものとしてそのまま上記図２ステップＳ３の処理へ移行する。
【０１７２】
他方、上記ステップＳ３１の判定において、再生制御情報が音楽情報と共に配信されてい
るときは（ステップＳ３１；ＹＥＳ）、次に、その配信されてきた再生制御情報（以下、
当該配信されてきた状態の再生制御情報を、以下配信再生制御情報と称する）をシステム
コントローラ８内に読み込み（ステップＳ３２）、更に、その内容を確認して受信してい
る配信データがダウンロード処理されることが許可されているものであるか否かが確認さ
れる（ステップＳ３３）。そして、そのダウンロード処理が許可されていない音楽情報で
あるときは（ステップＳ３３；ＮＯ）、当該配信再生制御情報及び音楽情報自体がダウン
ロード処理できないものであるので、そのまま図２に示すデータ記録処理を終了する。
【０１７３】
一方、ステップＳ３３の判定において、そのダウンロード処理が許可されている音楽情報
であるときは（ステップＳ３３；ＹＥＳ）、次に、後述する共通再生制御情報に含まれる
ものとして予め設定されている再生制御のための項目の項目名と、当該配信再生制御情報
内に含まれている再生制御のための項目の項目名とを比較し（ステップＳ３４）、それら
相互間に共通する項目があるか否かを確認する（ステップＳ３５）。
【０１７４】
ここで、上記共通再生制御情報とは、複数種類の異なる配信データが夫々に対応すべき複
数種類の異なる配信再生制御情報の全てについて共通的に含まれている項目のみを含むと
共に、当該各配信再生制御情報が対応すべき音楽情報（上記変換データとして記録される
音楽情報）の再生時において当該各配信再生制御情報に代えてその再生制御のために用い
られる再生制御情報をいう。このとき、共通再生制御情報としての項目（項目名）が相互
に共通であって、且つ、当該共通再生制御情報としての項目の内容が、それが適用される
べき音楽情報における再生制御の内容に対応している共通再生制御情報が、各音楽情報夫
々に一つづつ対応付けられているのである。
【０１７５】
ステップＳ３５の判定において、共通再生情報としての項目の項目名と配信再生制御情報
としての項目の項目名とが全く一致しないときは（ステップＳ３５；ＮＯ）、光ディスク
ＤＫに変換データとして記録後の配信データを再生する際に用いられるべき再生制御情報
が生成できないとして、対応する音楽情報における著作権を保護すべくそのまま図２に示
すデータ記録処理を終了する。
【０１７６】
一方、ステップＳ３５の判定において、相互に共通する項目があるときは（ステップＳ３
５；ＹＥＳ）、次に、その共通している項目の内容を配信再生制御情報から共通再生制御
情報に複写する（ステップＳ３６）。
【０１７７】
当該共通項目の内容の複写中はそれが完了したか否かを常に監視し（ステップＳ３７）、
完了していないときは（ステップＳ３７；ＮＯ）ステップＳ３６の処理に戻ってその複写
処理を継続し、一方、完了しているときは（ステップＳ３７；ＹＥＳ）、次に、複写され
た内容を有する共通再生制御情報のみを予め設定されている暗号化方式に則って暗号化し
た上で光ディスクＤＫ上の後述する共通再生制御情報エリア内に記録して（ステップＳ３
８）、上記図２ステップＳ３の処理へ移行する。
【０１７８】
（Ｄ）記録フォーマットの実施形態
次に、図１乃至図３を用いて説明した動作により配信データ及び変換データを記録する際
に用いられている記録フォーマットについて説明する。
【０１７９】
初めに、光ディスクＤＫ上の物理的なデータ構造を示す物理フォーマットについて、図４
及び図５を用いて説明する。
【０１８０】
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図４上図に示すように、変換データ及び配信データが記録された光ディスクＤＫには、そ
の内周側から、光ディスクＤＫに記録されている音楽情報の再生を開始する際に読み込ま
れるべき制御情報（当該音楽情報等が記録されている光ディスクＤＫ上の領域の先頭を示
すアドレス情報等を含む）が記録されているリードインエリアＬＩと、配信データ及び変
換データとして記録されている音楽情報における階層構造を示すファイル情報等が記録さ
れているファイル情報エリアＦＩＡと、実際に当該配信データ及び変換データが記録され
ているファイルエリアＦＡと、音楽情報の再生を終了する際に読み込まれるべき制御情報
（当該音楽情報等が記録されている光ディスクＤＫ上の領域の終了を示すアドレス情報等
を含む）が記録されているリードアウトエリアＬＯと、が形成される。
【０１８１】
そして、ファイルエリアＦＡ内には、上記した制御情報（変換データ内に含まれて記録さ
れる制御情報を除く）が格納されている制御情報エリアＩＦＯと、上記変換データが、そ
れに含まれる制御情報と共に記録されている変換データエリアＡＲＯと、上記配信データ
のみが格納されている配信データエリアＥＭＤと、上記制御情報エリアＩＦＯ内に格納さ
れる制御情報と同一の制御情報がいわゆるバックアップ（予備）情報として格納されてい
る制御情報バックアップ情報エリアＢＵＰと、上記生成された共通再生制御情報が暗号化
された後に記録される共通再生制御情報エリアＡＤＲＭと、が形成されている。
【０１８２】
ここで、変換データエリアＡＲＯ内においては、上述したように一の音楽情報が一又は複
数のプログラムにより構成されて記録されており、更に一のプログラムは一又は複数のセ
ルにより構成されて記録されていることとなる。
【０１８３】
次に、図４に示した各エリア内に記録される各データの当該記録態様の変化について、図
５を用いて例示しつつ説明する。なお、図５は、初めに一の変換データ及びそれに対応す
る配信データが、対応する制御情報と共に記録された後、配信サーバ以外の外部音源から
の音楽情報が上記リニアＰＣＭ形式で変換データとして対応する制御情報と共に記録され
、更にその後、再度他の変換データ及びそれに対応する配信データが、対応する制御情報
と共に記録される場合について例示している。ここで、各変換データは夫々に、一のセル
により構成されている一のプログラムにより構成されているものとする。
【０１８４】
先ず、一の変換データ及びそれに対応する配信データが、対応する制御情報と共に記録さ
れた直後においては、図５（ａ）に示すように、光ディスクＤＫの配信データエリアＥＭ
Ｄ内には当該一の配信データとしての第１配信データＥＤ１が格納されており、更にそれ
を変換して得られる第１変換データＲＤ１が、上記一の変換データとして変換データエリ
アＡＲＯ内に格納されていることとなる。
【０１８５】
そして、これに対応する制御情報としての制御情報ＭＧは、当該第１変換データＲＤ１を
構成する一のプログラム内に含まれている上記セルの数を示す第１プログラム情報ＰＧ１
と、当該一のプログラムを構成する一のセルの光ディスクＤＫ上の記録開始位置を示すア
ドレス情報（変換データエリアＡＲＯの先頭からのオフセット論理アドレスを示す。以下
、同様。）等を含む第１セル情報Ｃ１と、が相互に階層構造を形成して記録されている。
【０１８６】
次に、第１配信データＥＤ１及び第１変換データＲＤ１が記録された後に、例えば外部の
ＣＤ(Compact　Disc)再生装置等から出力された音楽情報が上記リニアＰＣＭ形式でその
まま対応する制御情報と共に記録された直後においては、図５（ｂ）に示すように、当該
音楽情報に相当する第２変換データＲＤ２が変換データエリアＡＲＯ内に格納されている
。なお、この場合の第２変換データＲＤ２は、実質的には外部のＣＤ再生装置等から入力
されてきた音楽情報がそのままのリニアＰＣＭ方式に則って記録されていることとなる。
【０１８７】
そして、これに対応する制御情報としての制御情報ＭＧ’は、当該第２変換データＲＤ２
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を構成する一のプログラム内に含まれている上記セルの数を示す第２プログラム情報ＰＧ
２と、当該一のプログラムを構成する一のセルの光ディスクＤＫ上の記録開始位置を示す
アドレス情報等を含む第２セル情報Ｃ２と、が相互に階層構造を形成して記録されている
。
【０１８８】
そして最後に、第２変換データＲＤ２が記録された後に、再度他の変換データ及びそれに
対応する配信データが、対応する制御情報と共に記録された直後においては、図５（ｃ）
に示すように、光ディスクＤＫの配信データエリアＥＭＤ内には当該他の配信データとし
ての第２配信データＥＤ２が格納されており、更にそれを変換して得られる第３変換デー
タＲＤ３が、上記他の変換データとして変換データエリアＡＲＯ内に格納されていること
となる。
【０１８９】
そして、これに対応する制御情報としての制御情報ＭＧ”は、当該第３変換データＲＤ３
を構成する一のプログラム内に含まれている上記セルの数を示す第３プログラム情報ＰＧ
３と、当該一のプログラムを構成する一のセルの光ディスクＤＫ上の記録開始位置を示す
アドレス情報等を含む第３セル情報Ｃ３と、が相互に階層構造を形成して記録されている
。
【０１９０】
なお、図５を用いて説明した例においては、変換データエリアＡＲＯ内の各変換データの
アドレス情報の例としては、例えば、第１変換データＲＤ１から順に「００００００００
ｈ（「ｈ」は１６進数を示す。以下、同様。）」、「１１１１１１１１ｈ」及び「２２２
２２２２２ｈ」となり、更に、配信データエリアＥＭＤ内の各配信データのアドレス情報
（この場合は、配信データエリアＥＭＤの先頭からのオフセット論理アドレスとなる。）
の例としては、例えば、第１配信データＥＤ１から順に「００００００００ｈ」及び「０
０００１１１１ｈ」となる。
【０１９１】
次に、上記した制御情報内の論理フォーマットについて、より詳細に図５（ｃ）の制御情
報ＭＧ”を例として図６を用いて説明する。
【０１９２】
第１変換データＲＤ１乃至第３変換データＲＤ３に夫々対応する制御情報を含む制御情報
ＭＧ”は、図６に示すように、総合情報２１と、ファイル情報テーブル２２と、プログラ
ムチェーン情報２３と、制御情報ＭＧ”として必要なその他の情報である他情報２４と、
により構成されている。
【０１９３】
このとき、総合情報２１としては、上記第３変換データＲＤ３までが記録された状態の光
ディスクＤＫ全体に関する情報、具体的には、その時に記録されている変換データ及び配
信データ夫々の数、変換データエリアＡＲＯ及び配信データエリアＥＭＤ夫々の光ディス
クＤＫ上の開始位置等が含まれている。
【０１９４】
次に、ファイル情報テーブル２２としては、後述するように各変換データの属性（すなわ
ち、配信データから変換された変換データであるか否か）及び各変換データの光ディスク
ＤＫ上の記録開始位置等が含まれている。
【０１９５】
更に、プログラムチェーン情報２３としては、上記したプログラム情報及びセル情報が含
まれている。
【０１９６】
次に、プログラムチェーン情報２３についてより具体的に説明する。
【０１９７】
制御情報情報ＭＧ”内のプログラムチェーン情報２３としては、図６に示すように、総合
情報２５と、上記第１プログラム情報ＰＧ１乃至第３プログラム情報ＰＧ３と、上記第１
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セル情報Ｃ１乃至第３セル情報Ｃ３が記録されている光ディスクＤＫ上の位置を夫々示す
第１セルサーチポインタ２７－１乃至第３セルサーチポインタ２７－３と、上記第１セル
情報Ｃ１乃至第３セル情報Ｃ３と、が含まれている。
【０１９８】
また、一のセル情報（例えば第１セル情報Ｃ１）は、総合情報２９と、セル情報として必
要な他の情報である他情報３０と、により構成されている。
【０１９９】
そして、総合情報２９には、当該総合情報２９が対応するセルが含まれている変換データ
の属性を示す属性情報３１と、当該総合情報２９が含まれているセル情報が対応するセル
が含まれる変換データに対応する後述する変換データサーチポインタの番号である変換デ
ータサーチポインタ番号情報３２と、総合情報２９として必要なその他の情報である他情
報３３と、が含まれている。
【０２００】
ここで、上記変換データサーチポインタ番号情報３２が総合情報２９に含まれていること
から、その総合情報２９が含まれているセル情報と変換データとの対応付けが可能となる
のである。
【０２０１】
また、属性情報３１としては、その最上位ビットの内容よりそのセルが含まれている変換
データが配信データから変換された変換データであるか否かを示し、更にその下位２ビッ
トの内容によりそのセルが音楽情報としてのセルであるか否かを示している。
【０２０２】
すなわち、例えば、属性情報３１の最上位ビットが「１」のときはそのセルが含まれてい
る変換データが配信データから変換されたものであることを示し、一方、当該最上位ビッ
トが「０」であるときはそのセルが含まれている変換データが配信データから変換された
ものでない、より具体的には、例えばＣＤ再生装置から再生されたリニアＰＣＭ方式の音
楽情報であることを示すこととすることができる。更に、属性情報３１の下位２ビットが
「１０」のときはそのセルが音楽情報としてのセルであることを示すこととすることがで
きる。
【０２０３】
次に、ファイル情報テーブル２２についてより具体的に説明する。
【０２０４】
当該ファイル情報テーブル２２としては、後記各変換データ情報及び各変換データサーチ
ポインタの数を夫々示す情報等が含まれている総合情報３４と、第１変換データＲＤ１に
関する記録位置情報等を含む第１変換データ情報３６－１と、第２変換データＲＤ２に関
する記録位置情報等を含む第２変換データ情報３６－２と、第３変換データＲＤ３に関す
る記録位置情報等を含む第３変換データ情報３６－３と、当該第１変換データ情報３６－
１乃至第３変換データ情報３６－３が記録されている光ディスクＤＫ上の位置を夫々示す
第１変換データサーチポインタ３５－１乃至第３変換データサーチポインタ３５－３と、
が含まれている。
【０２０５】
また、各変換データ情報には、総合情報３７と、変換データユニット情報テーブル３８と
、が含まれている。
【０２０６】
そして、総合情報３７内には、対応する変換データの属性を示す変換データ属性情報（対
応する上記属性情報３１の内容と同じ内容を有する）３９と、総合情報３７として必要な
その他の情報である他情報４０と、が含まれている。
【０２０７】
更に、変換データユニット情報テーブル３８内には、総合情報４１と、対応する変換デー
タを構成する各情報における情報量を示す変換データユニット情報４にと、が含まれてい
る。
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【０２０８】
そして、この総合情報４１としては、対応する変換データの変換データエリアＡＲＯ内の
アドレス情報である変換データスタートアドレス情報４３と、その変換データの変換元で
ある配信データの配信データエリアＥＭＤ内のアドレス情報である配信データスタートア
ドレス情報４４と、総合情報４１として必要な他の情報であるその他情報４５と、が含ま
れている。
【０２０９】
ここで、上記配信データスタートアドレス情報４４の内容についてより詳細に説明すると
、当該配信データスタートアドレス情報４４としては、対応する変換データが配信データ
を変換して得られたものである時（すなわち、上記の例では属性情報３１の最上位ビット
が「１」であるとき）は上述したようにその変換元となった配信データに対応するアドレ
ス情報が記述されている。一方、対応する変換データが配信データを変換して得られたも
のでない時（すなわち、上記の例では属性情報３１の最上位ビットが「０」であるとき）
は、変換元となる配信データがそもそも存在しないことから、配信データスタートアドレ
ス情報４４としては本来無効である情報（例えば、「ＦＦＦＦＦＦＦＦｈ」等）が記述さ
れている。
【０２１０】
また、上記した図２に示すデータ記録処理内のステップＳ９において、既に配信データが
存在する状態（図２ステップＳ１；ＹＥＳ）で生成される配信データスタートアドレス情
報４４には、当該図２におけるステップＳ２の処理で取得された過去の配信データの内の
最新のものの終了位置情報が記述されることとなる。
【０２１１】
（Ｅ）データ移動処理の実施形態
最後に、システムコントローラ８を中心として実行される一連のＥＭＤによるデータ移動
処理（すなわち、上述したチェックアウトの場合又はムーヴの場合）について、図７に示
すフローチャートを用いて説明する。
【０２１２】
図７に示すように、実施形態のデータ移動処理においては、先ず、当該データ移動処理を
実施する旨の操作が図１において図示しない操作部において実行されたか否かがシステム
コントローラ８により確認され（ステップＳ１０）、当該操作が実行されていない時は（
ステップＳ１０；ＮＯ）実行されるまで待機し、一方、実行された時は（ステップＳ１０
；ＹＥＳ）、次に、当該データ移動処理の対象となっている変換データに対応する上記属
性情報３１を確認することにより、その属性情報３１が対応するセル（換言すれば、その
セルを含んで対応する変換データ）が配信データを変換して得られたセル（変換データ）
であるか否かを判断する（ステップＳ１１）。そして、そのセル（変換データ）が配信デ
ータを変換して得られたセルでないときは（ステップＳ１１；ＮＯ）、対応する配信デー
タが存在しないことで図７に示すデータ移動処理の実行が不可能であるので、その旨を図
示しないディスプレイ上にエラー表示して（ステップＳ１８）データ移動処理自体を終了
する。一方、そのセル（変換データ）が配信データを変換して得られたセルであるときは
（ステップＳ１１；ＹＥＳ）、次に、移動の対象となっているプログラムを示すプログラ
ム番号を取得し（ステップＳ１２）、更にそのプログラム番号を手掛かりとして対応する
プログラム情報ＰＧを取得し（ステップＳ１３）、更にそのプログラム情報ＰＧを手掛か
りとして対応するセル情報Ｃを取得し（ステップＳ１４）、そのセル情報Ｃ内の総合情報
２９に含まれている変換データサーチポインタ番号情報３２（図６参照）の内容により当
該セルが属する変換データの番号を取得し（ステップＳ１５）、更に取得した番号の変換
データに対応する変換データ情報内に記述されている配信データの配信データスタートア
ドレス情報４４を取得する（ステップＳ１６）。
【０２１３】
そして、その取得した配信データスタートアドレス情報４４の内容が「ＦＦＦＦＦＦＦＦ
ｈ」であるか否かを判断し（ステップＳ１７）、その内容が「ＦＦＦＦＦＦＦＦｈ」、す
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なわち無効な値である時は（ステップＳ１７；ＹＥＳ）、対応する配信データが存在しな
いことで図７に示すデータ移動処理の実行が不可能であるので、上述したステップＳ１８
のエラー処理を経てデータ移動処理自体を終了する。
【０２１４】
一方、ステップＳ１６の判定において、配信データスタートアドレス情報４４の内容が「
ＦＦＦＦＦＦＦＦｈ」以外の値、すなわち有効なアドレス情報である時は（ステップＳ１
７；ＮＯ）、次に、そのアドレス情報を取得し（ステップＳ１９）、当該取得したアドレ
ス情報により示されるアドレスを先頭として配信データエリアＥＭＤ内に記録されている
配信データを、対応する著作権情報等（共通再生制御情報として共通再生制御情報エリア
ＡＤＲＭ内に記録されていた再生制御のため項目のみに含まれている内容を、その項目の
内容とする再生制御情報を含む著作権情報等）と共に読み出してこれらを上記音楽情報Ｓ
outeとして二次受信元に移動する（ステップＳ２０）。
【０２１５】
そして、対応する著作権情報等を伴う配信データの移動処理が完了したか否かを確認し（
ステップＳ２１）、完了していない時は（ステップＳ２１；ＮＯ）引き続き処理を継続し
、一方、完了しているときは（ステップＳ２１；ＹＥＳ）、光ディスクＤＫ内にある移動
対象となった配信データを消去又は無効化し（ステップＳ２２）、更に移動対象となった
配信データを変換して変換データエリアＡＲＯ内に記録されていた変換データも消去又は
無効化し（ステップＳ２３）、当該消去された配信データ及び変換データに対応する制御
情報の内容を更新して（ステップＳ２４）、一連のデータ移動処理を終了する。
【０２１６】
（Ｆ）再生処理の実施形態
最後に、システムコントローラ８を中心として実行される音楽情報の光ディスクＤＫから
の再生処理について、図８に示すフローチャートを用いて説明する。なお、上述したよう
に、光ディスクＤＫ上には、配信データを変換して得られた変換データと当該配信データ
そのものとが共に記録されているが、以下の情報記録再生装置Ｓにおける再生処理の対象
となるのは変換データのみである。
【０２１７】
図８に示すように、第１実施形態の再生処理においては、先ず、当該再生処理を実施する
旨の操作が図１において図示しない操作部において実行されたか否かがシステムコントロ
ーラ８により確認され（ステップＳ４５）、当該操作が実行されていない時は（ステップ
Ｓ４５；ＮＯ）実行されるまで待機し、一方、実行された時は（ステップＳ４５；ＹＥＳ
）、次に、現在光ディスクＤＫに再生可能な状態で記録されている各音楽情報を夫々に示
すタイトルを図１において図示しない表示部に表示し（ステップＳ４６）、更に、表示さ
れているタイトルに基づいて当該操作部において再生されるべきタイトルが選択・入力さ
れると（ステップＳ４７）、当該選択されたタイトルに対応する音楽情報（変換データと
しての音楽情報）を構成するセルを示すセル情報Ｃ（図６参照）を光ディスクＤＫ内おい
て検索・取得し（ステップＳ４８）、当該取得したセル情報Ｃ内の属性情報３１の内容を
確認する（ステップＳ４９）。
【０２１８】
そして、当該属性情報３１の内容が、対応するセルが含まれている変換データが配信デー
タから変換された変換データでないことを示す内容であるときは（ステップＳ４９；非配
信データ）、当該変換データについては何ら再生制限を施す必要が無いことからそのまま
当該変換データを再生し（ステップＳ５０）、第１実施形態の再生処理を終了する。
【０２１９】
一方、ステップＳ４９の判定において、属性情報３１の内容が、対応するセルが含まれて
いる変換データが配信データから変換された変換データであることを示す内容であるとき
は（ステップＳ４９；配信データ）、次に、共通再生制御情報エリアＡＤＲＭ内に記録さ
れている当該再生対象の音楽情報に対応する共通再生制御情報を読み出し（ステップＳ５
１）、その内容をシステムコントローラ８において確認する（ステップＳ５２）。
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【０２２０】
そして、当該確認した内容に基づいて選択されている音楽情報が再生可能なものであるか
否かを判定し（ステップＳ５３）、再生可能でないものであるときは（ステップＳ５３；
ＮＯ）、その旨を上記図示しない表示部等において表示することで使用者に再生不可能で
ある旨の警告を行い（ステップＳ５６）、そのまま第１実施形態の再生処理を終了する。
【０２２１】
他方、ステップＳ５３の判定において、選択されている音楽情報が再生可能なものである
ときは（ステップＳ５３；ＹＥＳ）、その再生を開始し（ステップＳ５４）、その再生終
了後に共通再生制御情報内の情報を更新し（具体的には、当該共通再生制御情報内の再生
回数の制限に関する情報について、再生済み回数を「１」だけインクリメントする処理を
行う。ステップＳ５５）、第１実施形態に係る再生処理を終了する。
【０２２２】
以上説明したように、実施形態に係る情報記録再生装置Ｓの動作によれば、入力されてき
た音楽情報をリニアＰＣＭ方式に変換して記録するので、複数種類の情報再生装置により
復号及び再生が可能な状態で音楽情報を記録することができ、再生処理における互換性を
確保することができる。
【０２２３】
また、属性情報３１と共通再生制御情報とを変換データと共に記録すると共に、属性情報
３１により当該変換データが記録されていることが示されているとき当該変換データを再
生するに当たって対応する共通再生制御情報を検出して用いることにより、配信データを
変換して得られる変換データとそれ以外の他の変換データとを明確に区別した上で共通再
生制御情報に基づいて再生制御を実行しつつ対応する音楽情報を再生することができる。
【０２２４】
更に、変換データだけでなく元の配信データもその配信時の符号化方式のまま記録される
ので、配信データを外部に移動（ムーヴ）する際に元の符号化方式のまま移動することが
できる。
【０２２５】
更にまた、共通再生制御情報が変換データと共に記録されるので、当該変換データの再生
時において当該共通再生制御情報を用いることにより、異なる配信制御情報に夫々対応し
た異なる種類の配信データから夫々得られた変換データであっても各再生制御情報に対応
するための特別の構成を備えることなく変換データを再生することができることとなり、
情報再生装置としての互換性を更に向上させることができる。
【０２２６】
また、二次受信元へ移動した後の配信データ及び対応する変換データは光ディスクＤＫ上
から削除されるので、移動された配信データをその後の操作により光ディスクＤＫから不
法に検出しようとしても当該不法な操作を実行不可能とすることができる。
【０２２７】
（III）第２実施形態
次に、本発明に係る他の実施形態である第２実施形態について、図９及び図１０を用いて
説明する。
【０２２８】
なお、図９は第２実施形態に係る再生制御情報の記録処理を示すフローチャートであり、
図１０は第２実施形態に係る光ディスクにおける物理フォーマットを示す図である。また
、図９及び図１０において、対応する第１実施形態の処理（図３）又は物理フォーマット
（図４）と同様の処理又は部材については、同様のステップ番号又は部材番号を付して細
部の説明は省略する。更に、第２実施形態の処理に供される情報記録再生装置の構成は第
１実施形態に係る情報記録再生装置Ｓの構成を同様であるので、細部の説明は省略する。
【０２２９】
上述した第１実施形態においては、各音楽情報の再生時に用いられる再生制御情報として
、配信再生制御情報から生成された（図３参照）共通再生制御情報のみを光ディスクＤＫ
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に記録する場合について説明したが、以下に説明する第２実施形態では、当該共通再生制
御情報に加えて、元の配信再生制御情報をも光ディスクＤＫに記録する。
【０２３０】
すなわち、第２実施形態の情報記録再生装置におけるデータ記録処理においては、始めに
図２に示すステップＳ１及びＳ２の処理が実行される。
【０２３１】
次に、第２実施形態に係る再生制御情報に関する処理としては、図９に示すように、第１
実施形態の場合（図３参照）と同様のステップＳ３１乃至Ｓ３９の処理が実行され、共通
再生制御情報が記録されると（ステップＳ３８）、その後、配信されてきた配信再生制御
情報自体をも共通再生制御情報と同様の暗号化方式に則って暗号化した上で光ディスクＤ
Ｋ上の後述する配信再生制御情報エリア内に記録して（ステップＳ４０）、上記図２ステ
ップＳ３の処理へ移行する。
【０２３２】
このとき、当該配信再生制御情報エリアＤＲＭは、図１０に示すように、上述した共通再
生制御情報エリアＡＤＲＭと共にファイルエリアＦＡ内に形成されることとなる。なお、
第２実施形態の記録フォーマット（物理フォーマット及び論理フォーマットを含む）にお
ける上記配信制御情報エリアＤＲＭ以外の構成は第１実施形態と同様であるので細部の説
明は省略する。
【０２３３】
また、データ移動処理に関しては、上述した第１実施形態においては配信データを移動さ
せる際には対応する共通配信制御情報を共に移動させていたが、第２実施形態では、当該
共通再生制御情報に代えて元の配信制御情報を配信データと共に移動させることとなる。
【０２３４】
更に、第２実施形態おいて配信再生制御情報をも光ディスクＤＫに記録されるときでも、
音楽情報の再生に当たって用いられる再生制御情報は、当該配信再生制御情報ではなく、
上記共通再生制御情報エリアＡＤＲＭ内の共通再生制御情報が上記第１実施形態の場合と
同様に用いられる。
【０２３５】
以上説明した第２実施形態の情報記録再生装置の動作によれば、上述した第１実施形態の
情報記録再生装置Ｓが奏する効果に加えて、共通再生制御情報だけでなく配信再生制御情
報も併せて記録するので、配信データを外部に移動する際に、その配信データに対応する
配信再生制御情報を配信時のままの態様で当該配信データと共に移動することができる。
【０２３６】
なお、上記図２、図３、図７、図８及び図９に示した各フローチャートに夫々対応するプ
ログラムをフレキシブルディスク又はハードディスク等に記録しておき、或いはインター
ネット等のネットワークを介して配信して記録しておき、それらを例えば汎用のマイクロ
コンピュータ等により読み出して実行させることで、当該マイクロコンピュータを第１又
は第２実施形態のシステムコントローラ８として機能させることも可能である。
【０２３７】
更に、上述した各実施形態では音楽情報を光ディスクＤＫに記録する場合について説明し
たが、これ以外にも、対応する音楽情報を含む映像情報を光ディスクＤＫに記録する場合
の互換性確保についても本発明を適用することもできる。
【０２３８】
更にまた、記録媒体として光ディスクＤＫだけでなくハードディスク又は半導体メモリを
用いる場合にも、本発明は適用可能である。
【０２３９】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１に記載の発明によれば、配信実体情報を含む実体情報を
特定符号化方式により符号化するので、各々の実体情報の復号方式に夫々適合した複数種
類の情報再生装置により復号及び再生が可能な状態で当該実体情報を記録することができ
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、再生処理における互換性を確保することができる。
【０２４０】
従って、情報再生装置として複数種類の符号化方式に適合させる際に発生するコスト分を
削減して情報再生装置を低コスト化し、結果として当該情報再生装置及び本発明の情報記
録装置を含む情報記録再生システムを低コスト化してその普及を図ることができる。
【０２４１】
　また、識別情報と適用再生制御情報とを符号化配信実体情報と共に記録するので、識別
情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されているとき当該符号化
配信実体情報を再生するに当たって対応する適用再生制御情報を検出して用いることによ
り、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報とを明確に区別した上で当該検出した適用
再生制御情報に基づいて再生制御を実行しつつ対応する符号化配信実体情報を再生するこ
とができる。
【０２４２】
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１に記載の発明の効果に加えて、符号化配信実
体情報だけでなく元の配信実体情報もその配信時の符号化方式のまま記録されるので、配
信実体情報を外部に移動する際に元の符号化方式のまま移動することができる。
【０２４３】
　請求項３に記載の発明によれば、請求項１又は２に記載の発明の効果に加えて、共通再
生制御情報が符号化配信実体情報と共に記録されるので、当該符号化配信実体情報の再生
時において当該共通再生制御情報を用いることにより、異なる再生制御情報に夫々対応し
た異なる種類の配信実体情報から夫々得られた符号化配信実体情報であっても各再生制御
情報に対応するための特別の構成を備えることなく配信実体情報を再生することができる
こととなり、情報再生装置としての互換性を更に向上させることができる。
【０２４４】
　請求項４に記載の発明によれば、請求項３に記載の発明の効果に加えて、共通再生制御
情報だけでなく再生制御情報も併せて記録するので、配信実体情報を外部に移動する際に
、その配信実体情報に対応する再生制御情報を配信時のままの態様で当該配信実体情報と
共に移動することができる。
【０２４５】
　請求項５に記載の発明によれば、複数種類の情報再生装置により復号及び再生が可能な
特定符号化方式により配信実体情報を含む記録情報が符号化されているので、情報再生装
置として特別の構成を備えることなく配信実体情報を再生することができ、再生処理にお
ける互換性を確保することができる。
【０２４６】
従って、情報再生装置として複数種類の符号化方式に適合させる際に発生するコスト分を
削減して情報再生装置を低コスト化し、結果として当該情報再生装置及び本発明の情報記
録装置を含む情報記録再生システムを低コスト化してその普及を図ることができる。
【０２４７】
　また、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されていると
き対応する適用再生制御情報を検出して再生制御に用いるので、符号化配信実体情報と他
の符号化実体情報とを明確に区別した上で配信時に定められている再生態様により符号化
配信実体情報の実際の再生処理を行うことができる。
【０２４８】
　請求項６に記載の発明によれば、配信された状態の配信実体情報を外部に出力して移動
するので、当該配信実体情報が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報の移動
を行うことができる。
【０２４９】
　また、配信実体情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び対応する符号化配信実体
情報を記録媒体上から削除するので、外部へ出力された配信実体情報をその後の操作によ
り記録媒体から不法に検出しようとしても当該不法な操作を実行不可能とすることができ
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る。
【０２５０】
　請求項７に記載の発明によれば、配信された状態の配信実体情報及び再生制御情報を外
部に出力して移動するので、当該配信実体情報の配信時に定められている再生態様を担保
しつつ当該配信実体情報が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報の移動を行
うことができる。
【０２５１】
　また、配信実体情報及び再生制御情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び再生制
御情報を記録媒体上から削除するので、外部へ出力された配信実体情報をその後の操作に
より記録媒体から不法に検出しようとしても当該不法な操作を実行不可能とすることがで
きる。
【０２５２】
　請求項８に記載の発明によれば、配信実体情報を含む実体情報を特定符号化方式により
符号化するので、各々の実体情報の復号方式に夫々適合した複数種類の情報再生装置によ
り復号及び再生が可能な状態で当該実体情報を記録することができ、再生処理における互
換性を確保することができる。
【０２５３】
従って、情報再生装置として複数種類の符号化方式に適合させる際に発生するコスト分を
削減して情報再生装置を低コスト化し、結果として当該情報再生装置及び本発明の情報記
録装置を含む情報記録再生システムを低コスト化してその普及を図ることができる。
【０２５４】
　また、識別情報と適用再生制御情報とを符号化配信実体情報と共に記録するので、識別
情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されているとき当該符号化
配信実体情報を再生するに当たって対応する適用再生制御情報を検出して用いることによ
り、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報とを明確に区別した上で当該検出した適用
再生制御情報に基づいて再生制御を実行しつつ対応する符号化配信実体情報を再生するこ
とができる。
【０２５５】
　請求項９に記載の発明によれば、請求項８に記載の発明の効果に加えて、符号化配信実
体情報だけでなく元の配信実体情報もその配信時の符号化方式のまま記録されるので、配
信実体情報を外部に移動する際に元の符号化方式のまま移動することができる。
【０２５６】
　請求項１０に記載の発明によれば、請求項８又は９に記載の発明の効果に加えて、共通
再生制御情報が符号化配信実体情報と共に記録されるので、当該符号化配信実体情報の再
生時において当該共通再生制御情報を用いることにより、異なる再生制御情報に夫々対応
した異なる種類の配信実体情報から夫々得られた符号化配信実体情報であっても各再生制
御情報に対応するための特別の構成を備えることなく配信実体情報を再生することができ
ることとなり、情報再生装置としての互換性を更に向上させることができる。
【０２５７】
　請求項１１に記載の発明によれば、請求項１０に記載の発明の効果に加えて、共通再生
制御情報だけでなく再生制御情報も併せて記録するので、配信実体情報を外部に移動する
際に、その配信実体情報に対応する再生制御情報を配信時のままの態様で当該配信実体情
報と共に移動することができる。
【０２５８】
　請求項１２に記載の発明によれば、複数種類の情報再生装置により復号及び再生が可能
な特定符号化方式により配信実体情報を含む実体情報が符号化されているので、情報再生
装置として特別の構成を備えることなく配信実体情報を再生することができ、再生処理に
おける互換性を確保することができる。
【０２５９】
従って、情報再生装置として複数種類の符号化方式に適合させる際に発生するコスト分を
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削減して情報再生装置を低コスト化し、結果として当該情報再生装置及び本発明の情報記
録装置を含む情報記録再生システムを低コスト化してその普及を図ることができる。
【０２６０】
　また、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されていると
き対応する適用再生制御情報を検出して再生制御に用いるので、符号化配信実体情報と他
の符号化実体情報とを明確に区別した上で配信時に定められている再生態様により符号化
配信実体情報の実際の再生処理を行うことができる。
【０２６１】
　請求項１３に記載の発明によれば、配信された状態の配信実体情報を外部に出力して移
動するので、当該配信実体情報が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報の移
動を行うことができる。
【０２６２】
　また、配信実体情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び対応する符号化配信実体
情報を記録媒体上から削除するので、外部へ出力された配信実体情報をその後の操作によ
り記録媒体から不法に検出しようとしても当該不法な操作を実行不可能とすることができ
る。
【０２６３】
　請求項１４に記載の発明によれば、配信された状態の配信実体情報及び再生制御情報を
外部に出力して移動するので、当該配信実体情報の配信時に定められている再生態様を担
保しつつ当該配信実体情報が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報の移動を
行うことができる。
【０２６４】
　また、配信実体情報及び再生制御情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び再生制
御情報を記録媒体上から削除するので、外部へ出力された配信実体情報をその後の操作に
より記録媒体から不法に検出しようとしても当該不法な操作を実行不可能とすることがで
きる。
【０２６５】
　請求項１５に記載の発明によれば、配信実体情報を含む実体情報を特定符号化方式によ
り符号化するように記録コンピュータが機能するので、各々の実体情報の復号方式に夫々
適合した複数種類の情報再生装置により復号及び再生が可能な状態で当該実体情報を記録
することができ、再生処理における互換性を確保することができる。
【０２６６】
従って、情報再生装置として複数種類の符号化方式に適合させる際に発生するコスト分を
削減して情報再生装置を低コスト化し、結果として当該情報再生装置及び本発明の情報記
録装置を含む情報記録再生システムを低コスト化してその普及を図ることができる。
【０２６７】
　また、識別情報と適用再生制御情報とを符号化配信実体情報と共に記録するように記録
コンピュータが機能するので、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されている
ことが示されているとき当該符号化配信実体情報を再生するに当たって対応する適用再生
制御情報を検出して用いることにより、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報とを明
確に区別した上で当該検出した適用再生制御情報に基づいて再生制御を実行しつつ対応す
る符号化配信実体情報を再生することができる。
【０２６８】
　請求項１６に記載の発明によれば、請求項１５に記載の発明の効果に加えて、符号化配
信実体情報だけでなく元の配信実体情報もその配信時の符号化方式のまま記録されるよう
に記録コンピュータが機能するので、配信実体情報を外部に移動する際に元の符号化方式
のまま移動することができる。
【０２６９】
　請求項１７に記載の発明によれば、請求項１５又は１６に記載の発明の効果に加えて、
共通再生制御情報が符号化配信実体情報と共に記録されるように記録コンピュータが機能
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するので、当該符号化配信実体情報の再生時において当該共通再生制御情報を用いること
により、異なる再生制御情報に夫々対応した異なる種類の配信実体情報から夫々得られた
符号化配信実体情報であっても各再生制御情報に対応するための特別の構成を備えること
なく配信実体情報を再生することができることとなり、情報再生装置としての互換性を更
に向上させることができる。
【０２７０】
　請求項１８に記載の発明によれば、請求項１７に記載の発明の効果に加えて、共通再生
制御情報だけでなく再生制御情報も併せて記録するように記録コンピュータが機能するの
で、配信実体情報を外部に移動する際に、その配信実体情報に対応する再生制御情報を配
信時のままの態様で当該配信実体情報と共に移動することができる。
【０２７１】
　請求項１９に記載の発明によれば、複数種類の情報再生装置により復号及び再生が可能
な特定符号化方式により配信実体情報を含む実体情報が符号化されているので、情報再生
装置として特別の構成を備えることなく配信実体情報を再生することができ、再生処理に
おける互換性を確保することができる。
【０２７２】
従って、情報再生装置として複数種類の符号化方式に適合させる際に発生するコスト分を
削減して情報再生装置を低コスト化し、結果として当該情報再生装置及び本発明の情報記
録装置を含む情報記録再生システムを低コスト化してその普及を図ることができる。
【０２７３】
　また、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されていると
き対応する適用再生制御情報を検出して再生制御に用いるように再生コンピュータが機能
するので、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報とを明確に区別した上で配信時に定
められている再生態様により符号化配信実体情報の実際の再生処理を行うことができる。
【０２７４】
　請求項２０に記載の発明によれば、配信された状態の配信実体情報を外部に出力して移
動するように再生コンピュータが機能するので、当該配信実体情報が則るべき規格に準じ
て記録されている配信実体情報の移動を行うことができる。
【０２７５】
　また、配信実体情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び対応する符号化配信実体
情報を記録媒体上から削除するように再生コンピュータが機能するので、外部へ出力され
た配信実体情報をその後の操作により記録媒体から不法に検出しようとしても当該不法な
操作を実行不可能とすることができる。
【０２７６】
　請求項２１に記載の発明によれば、配信された状態の配信実体情報及び再生制御情報を
外部に出力して移動するように再生コンピュータが機能するので、当該配信実体情報の配
信時に定められている再生態様を担保しつつ当該配信実体情報が則るべき規格に準じて記
録されている配信実体情報の移動を行うことができる。
【０２７７】
　また、配信実体情報及び再生制御情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び再生制
御情報を記録媒体上から削除するように再生コンピュータが機能するので、外部へ出力さ
れた配信実体情報をその後の操作により記録媒体から不法に検出しようとしても当該不法
な操作を実行不可能とすることができる。
【０２７８】
　請求項２２に記載の発明によれば、請求項１５に記載の情報記録用プログラムが記録さ
れている場合には、これを記録コンピュータにより読み出して実行することにより、配信
実体情報を含む実体情報を特定符号化方式により符号化するように当該記録コンピュータ
が機能するので、各々の実体情報の復号方式に夫々適合した複数種類の情報再生装置によ
り復号及び再生が可能な状態で当該実体情報を記録することができ、再生処理における互
換性を確保することができる。
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【０２７９】
従って、情報再生装置として複数種類の符号化方式に適合させる際に発生するコスト分を
削減して情報再生装置を低コスト化し、結果として当該情報再生装置及び本発明の情報記
録装置を含む情報記録再生システムを低コスト化してその普及を図ることができる。
【０２８０】
　また、識別情報と適用再生制御情報とを符号化配信実体情報と共に記録するように当該
記録コンピュータが機能するので、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されて
いることが示されているとき当該符号化配信実体情報を再生するに当たって対応する適用
再生制御情報を検出して用いることにより、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報と
を明確に区別した上で当該検出した適用再生制御情報に基づいて再生制御を実行しつつ対
応する符号化配信実体情報を再生することができる。
【０２８１】
　更に、請求項１６に記載の情報記録用プログラムが記録されている場合には、これを記
録コンピュータにより読み出して実行することにより、符号化配信実体情報だけでなく元
の配信実体情報もその配信時の符号化方式のまま記録されるように当該記録コンピュータ
が機能するので、配信実体情報を外部に移動する際に元の符号化方式のまま移動すること
ができる。
【０２８２】
　更にまた、請求項１７に記載の情報記録用プログラムが記録されている場合には、これ
を記録コンピュータにより読み出して実行することにより、共通再生制御情報が符号化配
信実体情報と共に記録されるように当該記録コンピュータが機能するので、当該符号化配
信実体情報の再生時において当該共通再生制御情報を用いることにより、異なる再生制御
情報に夫々対応した異なる種類の配信実体情報から夫々得られた符号化配信実体情報であ
っても各再生制御情報に対応するための特別の構成を備えることなく配信実体情報を再生
することができることとなり、情報再生装置としての互換性を更に向上させることができ
る。
【０２８３】
　また、請求項１８に記載の情報記録用プログラムが記録されている場合には、これを記
録コンピュータにより読み出して実行することにより、共通再生制御情報だけでなく再生
制御情報も併せて記録するように記録コンピュータが機能するので、配信実体情報を外部
に移動する際に、その配信実体情報に対応する再生制御情報を配信時のままの態様で当該
配信実体情報と共に移動することができる。
【０２８４】
　請求項２３に記載の発明によれば、請求項１９に記載の情報再生用プログラムが記録さ
れている場合には、これを再生コンピュータにより読み出して実行することにより、複数
種類の情報再生装置により復号及び再生が可能な特定符号化方式により配信実体情報を含
む実体情報が符号化されているので、情報再生装置として特別の構成を備えることなく配
信実体情報を再生することができ、再生処理における互換性を確保することができる。
【０２８５】
従って、情報再生装置として複数種類の符号化方式に適合させる際に発生するコスト分を
削減して情報再生装置を低コスト化し、結果として当該情報再生装置及び本発明の情報記
録装置を含む情報記録再生システムを低コスト化してその普及を図ることができる。
【０２８６】
　また、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されていると
き対応する適用再生制御情報を検出して再生制御に用いるように当該再生コンピュータが
機能するので、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報とを明確に区別した上で配信時
に定められている再生態様により符号化配信実体情報の実際の再生処理を行うことができ
る。
【０２８７】
　更に、請求項２０に記載の情報再生用プログラムが記録されている場合には、これを再
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生コンピュータにより読み出して実行することにより、配信された状態の配信実体情報を
外部に出力して移動するように当該再生コンピュータが機能するので、当該配信実体情報
が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報の移動を行うことができる。
【０２８８】
　また、配信実体情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び対応する符号化配信実体
情報を記録媒体上から削除するように当該再生コンピュータが機能するので、外部へ出力
された配信実体情報をその後の操作により記録媒体から不法に検出しようとしても当該不
法な操作を実行不可能とすることができる。
【０２８９】
　更にまた、請求項２１に記載の情報再生用プログラムが記録されている場合には、これ
を再生コンピュータにより読み出して実行することにより、配信された状態の配信実体情
報及び再生制御情報を外部に出力して移動するように当該再生コンピュータが機能するの
で、当該配信実体情報の配信時に定められている再生態様を担保しつつ当該配信実体情報
が則るべき規格に準じて記録されている配信実体情報の移動を行うことができる。
【０２９０】
　また、配信実体情報及び再生制御情報の外部への出力後に当該配信実体情報及び再生制
御情報を記録媒体上から削除するように当該再生コンピュータが機能するので、外部へ出
力された配信実体情報をその後の操作により記録媒体から不法に検出しようとしても当該
不法な操作を実行不可能とすることができる。
【０２９１】
　請求項２４に記載の発明によれば、配信実体情報を含む実体情報が特定符号化方式によ
り符号化されて記録されているので、複数種類の情報再生装置により復号及び再生が可能
な状態で当該実体情報が記録されていることで、再生処理における互換性を確保すること
ができる。
【０２９２】
従って、情報再生装置として複数種類の符号化方式に適合させる際に発生するコスト分を
削減して情報再生装置を低コスト化し、結果として当該情報再生装置及び本発明の情報記
録装置を含む情報記録再生システムを低コスト化してその普及を図ることができる。
【０２９３】
　また、識別情報と適用再生制御情報とが符号化配信実体情報と共に記録されているので
、識別情報により当該符号化配信実体情報が記録されていることが示されているとき当該
符号化配信実体情報を再生するに当たって対応する適用再生制御情報を検出して用いるこ
とにより、符号化配信実体情報と他の符号化実体情報とを明確に区別した上で当該検出し
た適用再生制御情報に基づいて再生制御を実行しつつ対応する符号化配信実体情報を再生
することができる。
【０２９４】
　請求項２５に記載の発明によれば、請求項２４に記載の発明の効果に加えて、符号化配
信実体情報だけでなく元の配信実体情報もその配信時の符号化方式のまま記録されている
ので、配信実体情報を外部に移動する際に元の符号化方式のまま移動することができる。
【０２９５】
　請求項２６に記載の発明によれば、請求項２４又は２５に記載の発明の効果に加えて、
共通再生制御情報が符号化配信実体情報と共に記録されているので、当該符号化配信実体
情報の再生時において当該共通再生制御情報を用いることにより、異なる再生制御情報に
夫々対応した異なる種類の配信実体情報から夫々得られた符号化配信実体情報であっても
各再生制御情報に対応するための特別の構成を備えることなく配信実体情報を再生するこ
とができることとなり、情報再生装置としての互換性を更に向上させることができる。
【０２９６】
　請求項２７に記載の発明によれば、請求項２６に記載の発明の効果に加えて、共通再生
制御情報だけでなく再生制御情報も併せて記録されているので、配信実体情報を外部に移
動する際に、その配信実体情報に対応する再生制御情報を配信時のままの態様で当該配信
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実体情報と共に移動することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施形態に係る情報記録装置の概要構成を示すブロック図である。
【図２】データ記録処理を示すフローチャートである。
【図３】第１実施形態の再生制御情報に関する処理を示すフローチャートである。
【図４】光ディスク上の物理フォーマットを示す図である。
【図５】データ記録処理の概念を例示する図である。
【図６】制御情報の構成を示す図である。
【図７】データ移動処理を示すフローチャートである。
【図８】第１実施形態の再生処理を示すフローチャートである。
【図９】第２実施形態の再生制御情報に関する処理を示すフローチャートである。
【図１０】第２実施形態の光ディスク上の物理フォーマットを示す図である。
【符号の説明】
１…スピンドルモータ
２…ピックアップ
３…復調部
４、６、１１ｂ、１１ｃ、１２…スイッチ４
５…オーディオ再生部
７…Ｄ／Ａコンバータ
８…システムコントローラ
８ａ…ナビゲーション情報生成器
９…システムインタフェース
１０…デコーダ
１１…フォーマッタ
１１ａ…記録データ生成器
１３…Ａ／Ｄコンバータ
１４…メモリ
１５…変調部
１６…サーボＩＣ
２１、２５、２９、３４、３７、４１…総合情報
２２…ファイル情報テーブル
２３…プログラムチェーン情報
２４、３０、３３、４０、４５…他情報
２７－１…第１セルサーチポインタ
２７－２…第２セルサーチポインタ
２７－３…第３セルサーチポインタ
３１…属性情報
３２…変換データサーチポインタ番号情報
３５－１…第１変換データサーチポインタ
３５－２…第２変換データサーチポインタ
３５－３…第３変換データサーチポインタ
３６－１…第１変換データ情報
３６－２…第２変換データ情報
３６－３…第３変換データ情報
３８…変換データユニット情報テーブル
３９…変換データ属性情報
４２…変換データユニット情報
４３…変換データスタートアドレス情報
４４…配信データスタートアドレス情報
Ｓ…情報記録再生装置
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Ｂ…光ビーム
ＤＫ、ＤＫ’…光ディスク
ＬＩ…リードインエリア
ＦＩＡ…ファイル情報エリア
ＦＡ…ファイルエリア
ＩＦＯ…制御情報エリア
ＡＲＯ…変換データエリア
ＥＭＤ…配信データエリア
ＢＵＰ…制御情報バックアップ情報エリア
ＡＤＲＭ…共通再生制御情報エリア
ＤＲＭ…配信再生制御情報エリア
ＥＤ１…第１配信データ
ＥＤ２…第２配信データ
ＲＤ１…第１変換データ
ＲＤ２…第２変換データ
ＲＤ３…第３変換データ
ＰＧ１…第１プログラム情報
ＰＧ２…第２プログラム情報
ＰＧ３…第３プログラム情報
Ｃ１…第１セル情報
Ｃ２…第２セル情報
Ｃ３…第３セル情報
Ｓsf、Ｓsc3、Ｓsp、Ｓsm、Ｓss、Ｓsc1、Ｓsc…制御信号
Ｓina、Ｓind、Ｓrr、Ｓine、Ｓsw、Ｓoute…音楽情報
Ｓad…ディジタル音楽情報
Ｓin…入力音楽情報
Ｓmx…重畳情報
Ｓr…記録信号
Ｓpp…検出信号
Ｓp…復調信号
Ｓoutd…再生信号
Ｓouta…アナログ再生信号
Ｓmm…メモリ信号
Ｓnv、ＭＧ、ＭＧ’、ＭＧ”…制御情報
Ｓdc…変換信号
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